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「とねしん」をもっと知っていただくために

平成22年度事業のご報告（平成22年4月1日～平成23年3月31日）



　皆様には平素より利根郡信用金庫
に対しまして、格別のご愛顧を賜り、
心より御礼申し上げます。このたびの
東日本大震災により被災されました
皆様には謹んでお見舞い申し上げま
すとともに、震災によって被害を受け
られた地域の一日も早い復興を心よ
りお祈り申し上げます。

　当金庫に対するご理解を一層深めて頂くために、本年もディスクロー
ジャー誌 ｢利根郡信用金庫の現状２０１１｣ を作成いたしました。
　本誌では、当金庫の経営方針や業務内容・業績のほか、この１年間
に皆様と特にご関係のあります話題などについて、なるべく見やすく掲
載することに心掛けました。当金庫の経営内容をご理解いただければ
幸いに存じます。
　昨年度を顧みますと、わが国経済は、平成２１年春を底に景気回復
局面に入り、新興国をはじめとする外需要因や経済対策の政策効果に
より平成２２年前半まで緩やかに改善を続けておりました。しかしなが
ら、夏以降急激な円高の進行や海外経済の減速懸念により先行きの
不透明感が表面化し、エコカー補助金の終了もあって景気後退感が強
まり、秋から本年初頭にかけて景気は足踏み・踊り場状態が続いてお
りましたところ、３月の東日本大震災により地域経済は深刻な影響を
受け、中小企業の経営環境を一段と厳しいものにしております。
　当金庫は、平成２１年度より新３カ年計画「しんきん『つなぐ力』発
揮２００９」をスタートさせ、地域社会との‘絆’を一段と強め、地域社
会から期待され必要とされる金融機関を目指して活動を進め、地域社
会の持続的な発展のためのお手伝いをさせていただいております。
　こうした中で、平成２２年度におきましては、中小企業者等に対する
資金繰り支援等金融の円滑化を図ることに最大限注力してまいりまし
た。また、不良債権処理を積極的に断行し、不良債権の圧縮に努めま
した。これにより金融機関の健全性を示す指標のひとつであります自
己資本比率は１.３４ポイント低下しましたが、国内基準４％を２倍強上
回る８.１２％と引き続き高水準を維持しております。
　本年度も引き続き厳しい地域経済環境が予想されますが、当金庫は、
地域金融機関としての社会的使命と役割を踏まえ、①地域密着型金融
の深化、②独自性のさらなる発揮、③永続性ある経営の確立、の３つ
の基本方針のもと、地域の皆様の負託に応えられるよう、健全経営に
徹し今後も努力して参る所存であります。
　本年度もより一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます
と共に、皆様のご繁栄とご健勝をご祈念申し上げご挨拶といたします。

 平成23年7月

 理事長

ごあいさつ

経営理念
地域の最良のパートナーとして常に地域と
共に歩む。
柔軟で創造性の高い組織力を発揮し、
地域金融機関としての使命を全うする。
秀れた人材を育成し、豊かで活力あふれる
未来を創造する。
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C O N T E N T S

ビジョン
地域社会の発展と会員・顧客の繁栄に奉仕
するため、健全なる経営のもとに業績の
進展に努める。

役職員一体となり相互に信頼と理解を深め、

希望に満ちた明るい職場をつくる。
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行動指針
私たちは地域社会の一員として誇りをもって
行動します。

私たちは積極かつ迅速に行動します。

私たちは何事にも信念をもって行動します。

私たちは明るい笑顔、感謝の心をもって
行動します。

私たちはより高い目標に向かって行動します。
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～当金庫のコンプライアンスへの取組み～
　「法令等遵守」とは、法令のほか、信用金庫内の諸規程や、社会的規範・
常識を守ることです。当金庫には以下の３つの経営理念があります。

1．地域の最良のパートナーとして常に地域と共に歩む。
2．柔軟で創造性の高い組織力を発揮し、地域金融機関としての使命を全うする。
3．秀れた人材を育成し、豊かで活力あふれる未来を創造する。

　この経営理念を実現するための基礎的条件として、お客さま・地域社会
からの支持・信頼を確保し続ける必要があります。
　そのため、当金庫では、信用金庫業務のすべてにおいて各種法令等、
金庫内の諸規程を遵守することはもちろん、社会的規範を逸脱すること
のないよう言動を慎み、地域の信頼性を高め、良識ある営業姿勢を維持す
ることに努めております。
　そこで、当金庫の経営理念を再確認するとともに、当金庫が果たすべ
き公共的な役割と社会的責任などを考慮して「法令等遵守方針」「法令等
遵守規程」「コンプライアンス・マニュアル」等を制定し、全職員に配付・研
修を行ない、周知させています。
　また、専務理事を委員長とした「コンプライアンス委員会」を置き、コンプ
ライアンスに係る問題点を検討・協議するとともに、「コンプライアンス統
括部」を設置し、コンプライアンスに関連する情報等を一元的に取扱い、分
析・管理しております。さらに全部店に「コンプライアンス責任者及び管理者」
を置くなどして、役職員一丸となってコンプライアンスに対する意識の向上
と実効性を確保しております。

　私ども利根郡信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・
社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり
「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。

1． 当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に
対しては断固として拒絶します。

2． 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ
組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。

3． 当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便
宜供与は行いません。

4． 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追
放県民会議、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。

5． 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面
から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。

　当金庫は、お客さまの正当な利益の保護および利便性の向上を確保する
ために、以下の方針を定め、継続的に取り組んでまいります。

1． 当金庫は、お客さまに対して取引または商品について説明する場合は、
お客さまの立場に立って、知識・経験・資産の状況・取引をする目的等に応
じた分かりやすくかつ適切で十分な説明および情報提供を行います。

2． 当金庫は、お客さまから相談や苦情が寄せられた場合は、誠意を持って
迅速かつ適切で十分な対応を行い、お客さまのご理解と信頼を得られ
るように努めるとともにお客さまの正当な利益が保護されるように努
めてまいります。

3． 当金庫は、お客さまに関する情報については、適性かつ適法な手段で取
得し、法令等で定める場合を除き利用目的の範囲を越えた利用や、お客
さまの同意を求めることなく外部への提供を行いません。また、お客さ
まの情報を正確に保つように努めるとともに、情報への不正なアクセ
スや情報の流出・紛失等の漏えい防止の観点から、法令等に従い適切
かつ厳格に取り扱います。

4． 当金庫は、業務を外部に委託する場合は、お客さまの情報の取扱いやお
客さまへの対応が安全かつ適切に行われるよう管理いたします。

　
5． 当金庫は、お客さまに対しては、常に感謝の念を持ち、お客さまの満足
が得られるよう誠意を持って対応いたします。

※本方針において「お客さま」とは、当金庫の業務の利用者および利用者
となろうとする法人または個人を意味します。

※お客さま保護の必要性ある業務の範囲は、預金業務、融資業務、為替業
務、預り資産取扱業務等のお客さまと当金庫との間で行われるすべて
の業務の取引です。

当 金 庫 の 考 え 方

内部管理基本方針

　当金庫は、金庫業務の健全性・適切性を確保するための態勢の整備に
係る基本方針を定め、その実効性確保に努めております。

1． 理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための態勢（法令等遵守態勢）
 
2．顧客保護及び利便性の向上を目指した態勢（顧客保護等管理態勢）

3．理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する態勢
　（情報管理態勢）

4．損失の危険の管理に関する規程その他の態勢（リスク管理態勢）

5．理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための態勢
　（効率的職務執行態勢）

6． 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合におけ
る当該職員に関する事項（監事のサポートに関する事項）

7．監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性に関する事項
　（監事のサポートに関する事項）

8． 理事及び職員が監事に報告をするための態勢その他の監事への報告
に関する態勢（監事への報告に関する事項）

9．その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための態勢
　（監事の監査の実効性確保の態勢）

コンプライアンス（法令等遵守）態勢について

顧客保護等管理方針

反社会的勢力に対する基本方針
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　当金庫は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客さまとの取
引にあたり、本方針および当金庫が定める庫内規則に基づき、お客さまの
利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理（以下「利益相反管理」
といいます。）し、もってお客さまの利益を保護するとともに、お客さまから
の信頼を向上させるため、次の事項を遵守いたします。

1． 当金庫は、当金庫がお客さまと行う取引を対象として利益相反管理を
行います。

2．当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
（1） 次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれの

ある取引
① 当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
②  当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競
合する相手と行う取引

③  当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を
不当に利用して行う取引

（2）①から③のほかお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引

3． 当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その
他の方法を選択し、またこれらを組み合わせることにより管理します。

① 対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
② 対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
③ 対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法
④  対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあること
について、お客さまに適切に開示する方法

4． 当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置
を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を一元
的に行います。

　 　また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令および庫内規
則等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を行います。

5． 当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定期的に検
証します。

［苦情処理措置］
　当金庫は、お客さまからの苦情のお申し出に公正かつ的確に対応する
ため業務運営体制・内部規則を整備し、その内容をホームページ、パン
フレット等で公表しています。
　苦情は、当金庫営業日（9時～17時）に営業店（電話番号は38ペー
ジ参照）またはコンプライアンス統括部（電話：0278-23-4511）にお
申し出ください。

［紛争解決措置］
　当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日に上記コンプライアンス統括
部または全国しんきん相談所（9時～17時、電話：03-3517-5825）に
お申し出があれば、東京弁護士会（電話：03-3581-0031）、第一東京弁
護士会（電話：03-3595-8588）、第二東京弁護士会（電話：03-3581-
2249）の仲裁センター等にお取次ぎいたします。また、お客さまから各弁
護士会に直接お申し出いただくことも可能です。なお、前記弁護士会の
仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけま
す。

　“とねしん”は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の
販売等に際しては、利用者の保護を図るため、次の事項を遵守し、勧誘の
適正の確保を図ることとします。

《金融商品に係る勧誘方針》
　当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販
売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることとします。
1． 当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販
売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品
説明をいたします。

2． 金融商品の選択・購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただ
きます。その際、当金庫は、お客さまに適正な判断をしていただくため
に、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。

3． 当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し事実と異なる説
明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知識
の向上に努めます。

4． 当金庫は、お客さまにとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は
行いません。

5． 金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点等
がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。

　“とねしん”では、お客さまの大切な個人情報を適切に取扱うことが、金
融機関としての社会的責務と認識し、大切な情報をお守りすることがお客さ
まからの信頼性の向上につながるものと考えております。そうした中個人情
報の保護に関する法律（平成１５年法律５７号）等に基づき、お客さまの個人
情報の適切な保護と利用を図るために、個人情報の取扱方針である次の個
人情報保護宣言（プライバシーポリシー）を制定いたしました。

個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）
　当金庫は、お客さまからの信頼を第一と考え、 個人情報の適切な保護と
利用を図るために、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律５７号）
及び金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、その他の関
係法令等を遵守するとともに、その継続的な改善に努めます。また、個人
情報の機密性・正確性の確保に努めます。

　なお、利用目的等くわしい内容につきましては、店頭およびホームペー
ジにより開示しております。

金融ＡＤＲ制度への対応

利益相反管理方針の概要 金融商品に係る勧誘方針について

個人情報保護宣言について
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　金融の自由化・国際化の進展、金融技術の発展等により、金融機関を
取り巻くリスクは、一段と複雑化、多様化しており、金融機関経営において
リスク管理の重要性が飛躍的に高まっています。
　このような金融環境のもと、当金庫は適切な業務を遂行するため、各
種リスク管理方針・規程等を制定し、リスク管理態勢の整備を進めると
ともに、リスク管理委員会及びリスク管理統括部を設置し、より多様なリス
クの正確な把握、適切な管理・運営に積極的に取り組んでおります。

　統合的リスク管理とは、金融機関が直面するリスクに関して、自己資
本比率の算定に含まれないリスク（与信集中リスク、銀行勘定の金利リス
ク等）も含めて、それぞれのリスク・カテゴリー毎（信用・市場・流動性・
オペレーショナルリスク）のリスクを総体的に捉え、自己資本と比較対照
して管理することをいいます。
　当金庫では、金融機関業務の健全性及び適切性を確保するため「統
合的リスク管理規程」等を整備し、経営陣が率先して、金庫全体のリス
ク管理態勢の整備・確立に向け努力しております。また、各リスク毎に適
正な管理を行うため、理事長を委員長とした「リスク管理委員会」を置
き、各リスクの主管部署の牽制機能及び情報の一元管理のため「リスク管
理統括部」を設置、金庫のリスク管理態勢が機能するよう努めております。

　信用リスクとは、お取引先の倒産や経営の悪化により、貸出金などの
利息や元本の回収が困難となり損失を被るリスクをいいます。
　当金庫では、貸出資産の健全性を維持・確保していくため、「信用リスク
管理規程」等を整備し、審査管理部門を審査部、企業再生及び経営相談
業務を経営相談室、債権管理部門を管理部とし、個々の案件ごとに財務内
容、事業計画の妥当性などを総合的に検討し、地域経済の健全な発展と安
定に貢献する事を前提に、厳正な貸出審査及び適正な管理に努めており
ます。

　市場リスクとは、金利・為替・株価等が変動することにより、保有する資
産の価値が変動し損失を被るリスクと、資産・負債から生み出される収益
が変動し損失を被るリスクをいいます。
　当金庫では、市場リスクに対応するため、「市場リスク管理規程」等を
整備し、フロント・バック部門を総務部、ミドル部門をリスク管理統括
部として、金利や為替などの変動があっても、安定的な収益を確保でき
るようリスクに対するリターン分析、金利・運用期間の分散等を行い、リ
スクをコントロールしつつ収益を確保していくための資産配分に努め
ております。

　流動性リスクとは、市場の混乱等により市場において取引ができなか
ったり、通常より著しく不利な価格で取引を余儀なくされることにより損失
を被る「市場流動性リスク」と、金融機関の財務内容の悪化等により必要
な資金確保が困難となり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保
に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損
失を被る「資金繰りリスク」からなります。
　当金庫では「流動性リスク管理規程」等を整備し、総務部を主管部署
として、流動性リスクに関する情報の収集・分析を行い、日々の資金繰りに

問題が生じることのないよう万全を期しております。

　オペレーショナルリスクとは、下記に掲げる「事務リスク」「システムリスク」
「風評リスク」「法務リスク」「人的リスク」「有形資産リスク」等を総称し
たリスクをいいます。

◆事務リスク管理
　事務上のミスや不正により損失を被るリスクです。
　当金庫では、「事務リスク管理規程」等を整備し、主管部署を事務
部として、事務処理に係るリスクを適正に把握し、適切なリスク管理に努
めております。
　また監査部門により、本部・営業店に対して内部監査を定期的に実
施し、規程・要領等の遵守状況をチェックするとともに、事故を未然に
防止するための管理態勢が確実に機能しているか否かを厳正に監査し、
事務の正確性維持及び事故防止を図っております。

◆システムリスク管理
　コンピューターシステムの障害・誤作動およびシステムの不備・不正
利用等により損失を被るリスクです。
　当金庫では、「システムリスク管理規程」等を整備し、事務部が主
管部署となりシステムの開発、運営及び利用にあたり適切な管理を行う
ことにより、システムの安全性、信頼性を維持し、情報資産の保護に努め
ております。

◆風評リスク管理
　事実の有無にかかわらず、世間一般で当金庫の信用に悪影響をおよ
ぼす評判が広まることにより損失を被るリスクです。
　当金庫では、風評リスクが金庫に与える影響は多大なものと位置
付け、リスク管理統括部を主管部署として、日々情報を収集・分析し、
風評リスクの管理を行っております。

◆法務リスク管理
　当金庫または役職員が各種法令・金庫内規程等に抵触または、抵触す
る恐れのある行為を行うことにより、当金庫の信用の失墜を招き、当
金庫が損失を被るリスクをいいます。
　当金庫では、「法令等遵守規程」等を整備し、コンプライアンス統括部
が主管部署となり、情報等を一元的に管理するとともに、規程・要領等
の改廃、新商品の発売、新規業務への取組みを行う場合は、コンプライ
アンス委員会で審議するなど厳格な管理を行っております。

◆人的リスク管理
　人材の流出・喪失や士気の低下及び役職員のコンプライアンスに
反する行為により損失を被るリスクをいいます。
　当金庫では、各種人事関係の規程等を整備し、総務部が主管部署とな
り「秀れた人材」の育成を目指し、役職員の人権を尊重し、厳正・公正を
基本に職場環境の整備に努めております。

◆有形資産リスク管理
　災害や資産管理の瑕疵及び職務環境等の質の低下により当金庫の有
形資産（土地・建物・機械設備等）が損失を被るリスクをいいます。
　当金庫では、総務部が主管部署となり、有形資産を適正に管理・利用
するよう厳格に管理するとともに、「災害時等の緊急時対応計画」を整
備し、災害時等の緊急時に金庫全体で対応できるよう努めております。

リスク管理態勢について

1．統合的リスク管理 

2．信用リスク管理

3．市場リスク管理

4．流動性リスク管理

5．オペレーショナルリスク管理
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　当金庫では、“地域の最良のパートナーとして常に地域と共に歩む”
を経営理念としています。そのため、「顧客サポート等管理規程」等を整
備し、お客さまの相談・苦情等に誠実・公平に対処し、迅速に解決でき
るよう努めております。また、コンプライアンス統括部を主管部署として、
情報を一元的に管理し、“お客さまの声”を糧として金庫の質的向上に
努め、お客さまにより一層満足いただけるよう日々努力しております。

“お客さまの声”（相談・苦情等）
については
利根郡信用金庫
コンプライアンス統括部まで
電話　０２７８（２３）４５１１（代）

～金融犯罪対策への取組み～
　“とねしん”では、盗難や偽造キャッシュカードを使用した不正取引な
どからお客さまの大切な資産をお守りする為に次のような様々な取組み
をしています。
① お客さまのキャッシュカードによる1日あたりの引出し限度額を50万
円に引き下げ

② ＡＴＭの操作による暗証番号変更サービス（平成17年10月より、類推
されやすい暗証番号の登録拒絶機能の追加）
③後方確認ミラー、つい立てなどを全ＡＴＭに設置

④ 平成18年1月よりカードの盗難・紛失等に係る緊急連絡先「カード盗
難センター」を設置

カード、通帳、印鑑紛失、盗難等については
「利根郡信用金庫カード盗難センター」

電話　0278（23）0740

　未だに「振り込め詐欺」等に関する被害が多く発生し、
さらに、手口が巧妙かつ悪質化しています。このような被
害にあわないためには、普段からの心がけが大切です。
　振り込め詐欺等は、日常生活の中のふとしたところにつ
け込む悪質な犯罪です。家族と情報を共有して被害にあ
わないよう注意しましょう。

騙されないためにできること。
振り込め詐欺に騙されないためには、
普段からの心がけが大切です。
○すぐに振り込まず、一人で振り込まず、
　まず家族に確認をしましょう。
○家族の合い言葉を決めておきましょう。
○自分から肉親の名前を言わず、
　相手に名乗らせましょう。
○心当たりのないものは無視するのが一番です。
○ハガキなどを見た家族が代わりに連絡したり
　支払ったりしないよう注意しましょう。
○振り込みの理由が家族の不始末による
　他人に言えない恥ずかしい理由などの場合は
　特に注意しましょう。
○還付金をATMで返還することは絶対にありません。
○「携帯電話」を持って「ATM」へと言われたら、
　還付金詐欺です。

①あわてない。
　動揺しない。
　あせらず大きく深呼吸

②すぐに振り込まない！
　まずは振り込む前に家族に相談！
　本当の話かどうか必ず確認

③少しでも変だと思ったら！
　事実確認ができない場合は！
　最寄りの警察に連絡

振り込め詐欺・還付金詐欺等にご注意ください 不審な電話がかかってきたら…

困りごと、悩みごと、警察への相談は

「♯9110」番（全国共通）

最寄りの警察署電話番号

沼田警察署　0278-22-0110

渋川警察署　0279-23-0110

前橋警察署　027-252-0110

緊急の場合は

「110」番通報

6．相談・苦情等への対応について

お客さまの大切な資産をお守りする態勢について
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　地域社会の一員として、地域の皆様と強い絆でネットワークを形成し、
地域経済の持続的発展に努めてまいります。

貸出金に関する事項
　お客さまからお預け入れいただいた預金・積金につきましては、地域経済の活性化に
資するために、円滑な資金供給を行う形でお客さまや地域社会に還元しており、事業者
の設備資金に195億円、運転資金に344億円をご融資しております。
　また、個人のお客さまには住宅ローンに141億円、消費者ローン等に74億円をご融資
しており、他に地方公共団体へ85億円をご融資しております。

利根郡信用金庫と地域社会
地元とともに

◆経営相談室による支援
  “とねしん”ではお客さまの相談に親身
にお応えするため、「経営相談室」を設置
し、財務分析だけでなく、財務改善のア
ドバイス、経営改善計画の策定等につい
てもお手伝いをさせていただいておりま
す。
 「現場主義」を大切にし、経営者の方々
のご意見を基にした問題解決に向け、
日々活動しております。 （ニッキン提供）

お客さま 
会員数：17,  

利根郡  
常勤役職員数

222人

　“とねしん”では平成２１年１２月に施行された「中小企業金融円滑化法」に基づき、
お客さまの相談等に一層適切にお応えできるような態勢を心掛けております。
　お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等ご相談があった場合には、お客さま
の抱えている問題を真摯に受止め、その解決に向けて全力で取り組んでまいります。

1．取組み方針
　 　地域の中小企業および個人のお客さまへの安定した資金供給は、事業地域が
限定された協同組織金融機関である信用金庫にとって、最も重要な社会的使命
です。
　 　私どもは、お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった
場合には、これまでと同様、お客さまの抱えている問題を十分に把握したうえで、
その解決に向けて真摯に取り組みます。

2．金融円滑化措置の円滑な実施に向けた態勢整備
　 　当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、必要な
態勢整備を図っております。

◆地域金融円滑化への取組み

貸出金
841億78百万円

支援
サービス

取引先への支援
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平成23年3月末

52.44％

預金・積金に関する事項
　当金庫では、地域のお客さまの着実な資産づくりのお手伝いを
させていただくため、サービスの一層の充実に向けて努力してまい
ります。
　また、皆様にご満足いただけるよう様々な預金商品をご用意し
ております。

　当金庫の平成23年3月末の有価証券残高は、497億円
です。当金庫はお客さまの預金をご融資による運用の他に
有価証券による運用も行っております。有価証券運用につ
いては、大部分を安全第一に心掛けて、公社債を中心とし
た債券で運用しております。
平成２３年３月末
余資運用残高

816億14百万円
※余資とは預け金、買入金銭債権、金銭の信託、
　有価証券、信金中金出資金のことをいいます。

貸出以外の運用に関する事項

預金積金に占める貸出金の割合

／会員
324人

出資金
5億15百万円

信用金庫
店舗数

17店

　・ 理事会において、本基本方針、金融円滑化管理方針および金融円滑化管理
規程を策定すると共に、金融円滑化管理責任者を選任しております。

　・ お客さまへのきめ細やかな経営改善支援を行うため、本部に経営相談室を設
置しております。

　・ お客さまの事業価値を見極める能力（目利き力）を向上させるため、総務部
人事課や審査部が融資の現場職員に対して研修を実施しております。

3．他の金融機関等との緊密な連携
　 　当金庫は、複数の金融機関から借入れを行っているお客さまから貸付条件の
変更等の申し出があった場合など、他の金融機関や信用保証協会等と緊密な連
携を図る必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を得たう
えで、これらの関係機関と情報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りなが
ら地域金融の円滑化に努めてまいります。

以　上

預金・積金
1,605億6百万円
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利根郡信用金庫と地域社会
お客さまの“笑顔”のために

地域社会の発展や文化の向上に貢献したいと考え、さまざまな活動を行っております。

　青少年の健全育成と卓球競技の振興を目的として、小・
中学生を対象とした「とねしん杯オープン卓球大会」を開
催しておりま
す。
　これからも
青少年の健全
育成と地域の
スポーツ振興
のため、積極
的に取組んで
参ります。

　認知症を正しく理解し認知症の人や家族を見守り支
援することで、安心して暮らせる地域づくりに貢献するた
め、全職員が認知症サポーター養成講座を受講いたしま
した。オレンジ色のリングが
認知症サポーターの目印で
す。

　地域密着型金融に関する当金庫の取組みが評価さ
れ、このたび関東財務局より顕彰されました。今後も
地域密着型
金融の機能
強化に努め
てまいりま
す。

　今まで以上に“とねしん”の事をもっと知っていただくため、この
度ホームページをリニューアルいたしました。商品のご案内はもち
ろん、キャンペーン情報や各
種相談会のご案内等、様々
な情報を掲載しております。
　より使いやすく、便利に
なったとねしんのホームペー
ジをぜひご利用ください。皆
さまからのたくさんのアクセ
スをお待ちしております。

 「とねしんふ
るさと基金」を
創設し、ふるさ
との文化の振
興と発展を目
的に活動する
事業団体に寄
付を行っており
ます。

　日常事務で使用した紙を裁断し、再生紙原料として再
生処理業者へ有料で引き取っていただいております。また
業界数値目標である電力使用量６％削減をめざし、クール
ビズ・ウォームビズを実施しております。

T O P I C ST O P I C S

CSR（企業の社会的責任）と地域貢献活動CSR（企業の社会的責任）と地域貢献活動

とねしん杯オープン卓球大会

認知症サポーター

地域密着型金融に関する取組み ホームページリニューアル

とねしんふるさと基金

環境への取組み
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 「たすけあい」
の精神のもと
役職員による
献血活動を定
期的に実施し
ております。

　６月１５日の「信用金庫の日」に合わせて、道路清掃を実
施しております。

　当金庫本店営業部の
金井さんが、平成２２年
度の 「ミス沼田」に選ば
れ、１年間にわたって観
光大使として地域の活
性化に貢献いたしまし
た。

　当金庫の会員の皆さまの健康で豊かな生活を目指し、相互の
親睦を深める場として「とねしん倶楽部」を創設いたしました。
旅行をはじめ各種イベント
等を開催いたします。

 「がん」に関す
る正しい知識を
ご理解いただく
ため、啓発活動
に取組んでおり
ます。

　地域の皆様との繋がりを大切に考え、地元郷土まつり
や各種イベントに積極的に参加しております。

献血活動

清掃活動

当金庫職員「ミス沼田」で活躍「とねしん倶楽部」創設

がんを知る展

地域行事への参加
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総代会は、会員一人ひとりの意見を適正に反映するための開かれた制度です。

理事会の議決に基づき理事長が選考委員を委嘱し、
選考委員の氏名を本支店の店頭に掲示1

理事長は、総代候補者氏名を本支店の店頭に掲示し、
所定の手続を経て、会員の代表として総代を委嘱3

総　代
総 代 会総 代 会 会員の総意を適正に

反映するための制度

決算に関する事項、
理事・監事の選任等 
重要事項の決定

選考基準に基づき総代候補者を選考2
会 　 員会 　 員

選考委員 総代候補者

理 事 会理 事 会

1

2

（1）総代の任期・定数
・総代の任期は3年です。
・総代の定数は、100人以上130人以下で、会員数に応じて各選任区域ごとに定められています。
　　なお、平成23年3月31日現在の総代数は108人で、会員数は17,324人です。
　　また、選任区域は3のとおり6区に区分しております。

（2）総代の選任方法
　総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に反映する重要な役割を担っております。
　そこで総代の選考は、総代候補者選考基準（注）に基づき、次の3つの手続を経て選任されます。

会員の中から総代候補者選考委員を選任する。

その総代候補者選考委員が総代候補者を選考する。

その総代候補者を会員が信任する。（異議があれば申し立てる）

1

2

3

（注）総代候補者選考基準
①資格要件
　・当金庫の会員であること
②適格要件
　・総代としてふさわしい見識を有している者
　・良識をもって正しい判断ができる者
　・ 人格にすぐれ、金庫の理念・使命を十分理解　
している者

　・その他総代選考委員が適格と認めた者

総 代 会 制 度 に つ い て

1. 総代会制度
　信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基
本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組
織金融機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、
一人一票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の経営に参加
することとなります。しかし、当金庫では、会員数がたいへん
多く、総会の開催は事実上不可能です。
　そこで、当金庫では、会員の総意を適正に反映し、充実し
た審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用して
おります。
　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任
等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。
　したがって、総代会は、総会と同様に、会員一人ひとりの意
見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の中から適正な手
続により選任された総代により運営されます。

　また、当金庫では、総代会に限定することなく、日常の事
業活動を通じて、総代や会員とのコミュニケーションを大切に
し、さまざまな経営改善に取組んでおります。

2. 総代とその選任方法
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（3）総代が選任されるまでの手続き──以下にフローチャート──

地区を6区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める

①総代候補者
　選考委員の選任 理事会の議決により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

選考委員の氏名を店頭に掲示

理事長は総代に委嘱

総代の氏名を店頭に1週間以上掲示

他の候補者を選考
（上記②以下の手続きを経て）

いずれかを選択

選考委員が総代候補者を選考 理事長に報告

欠員

左記掲示について上毛新聞に公告

総代候補者の氏名を店頭に1週間以上掲示

異議申出期間（公告後2週間以内）

②総代候補者の
　選考

・会員から異議がない場合
　　　　　または
・選任区域の会員数1/3未満
　の会員から異議の申出が
　あった総代候補者

③総代の選任 ・選任区域の会員数の1/3以上の会員
　から異議の申出があった総代候補者

当該総代候補者が
選任区域の総代定数
の1/2以上

当該総代候補者が
選任区域の総代定数
の1/2未満

選任区域及び総代氏名
第１区　沼田市（除く、白沢町、利根町）
今井　幸吉 大嶋　文平 金井　利夫 金井　正樹 木下　　進 桑原　清一 桑原　利夫 小林　一郎 津久井　功 
富澤　勝美 野村　　治 林　　栄一 樋口　建介 藤野　伸夫 松井　信一 宮田　欣二 柳　　信男 吉野　政雄 
割田　一敏 安藤　純吉 石澤頼之助 植村　　元 江森　十郎 片山　晃一 角屋　浩司 須田　章夫 関上　忠成 
林　　孝司 宮西　忠雄 山田　　司 横山　公一 横山　幸司 春日　政志　 桑原　敏彦 関　　英一 村山　信行 
新井　昭一 渋谷　和男 平井　良明 平田　次郎 笛木　邦昭 本多　清男 村松知守文

第２区　沼田市白沢町、利根町
相田　藤吉 金子　千明 小林　利之 千明　周二 角田　　博 星野　利夫 入沢　一男 中村　元一 宮田　純一 

第３区　利根郡川場村、片品村、昭和村
石井　敬治 高橋　初男 堤　民之輔 松井　文夫 諸田　一雄 小川　　清 笠原　精作 角田彦三郎 星野　　寛
星野　　實 見城　光男 関　　真一 永井　彰一 横坂　太一

第４区　利根郡みなかみ町、新潟県南魚沼郡湯沢町
阿部　章一 小野　吉郎 河合　幸雄 須田　松雄 竹内　慎吉 田中　徳重 中里　英夫　 岡田　洋一 岡村興太郎 
木内　孝広 生津　達郎 林　　一彦 林　　朝雄 林　　安信 笛木　太弘 渡部　　通 青木　宗作 入内島一崇
小林喜八郎 杉木　三郎 高橋　昭五 遠山　勝也 山岸　公明

第５区　渋川市、吾妻郡中之条町、東吾妻町、高山村
秋元　良介 小笠原健泰 金井　輝雄 狩野　　明 坂田　泰造 杉木　浩親 原澤　  俊 平形　昌三 荒木　襄一 
齋藤　清海 吉田　正男

第６区　前橋市、高崎市（除く、旧倉渕町、旧新町、旧榛名町、旧吉井町）、北群馬郡
五十嵐　修 小泉　　勲 建石　政一 角田　雄二 宮内利喜三郎 村上　重夫 伊藤　雅之 立見　丈夫

平成23年6月30日現在 （支店別あいうえお順、敬称略）

第60期通常総代会の決議事項
　平成23年6月24日　第60期通常総代会を本店4階会議室において開催し、次の事項が付議され、それぞれ原案のとおり承認可
決されました。

報告事項
第60期（平成22年4月1日から平成23年3月31日
まで）業務報告、貸借対照表及び損益計算書報告
の件

決議事項
第1号議案 余剰金処分案承認の件
第2号議案 会員の除名の件
第3号議案 理事選任の件
第4号議案 監事選任の件

第5号議案 退任理事に対する退職慰労金贈呈の件
第6号議案  「役員の定年及び退職慰労金規程」

一部改定に伴う非常勤理事及び非
常勤監事に対する慰労金支払の件

3. 総代の氏名について
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リスク管理債権の手当は、万全です！

管 理 債 権 等 の 状 況

1.リスク管理債権の状況

　平成２３年３月末において、当金庫の破綻先債権は２億９１
百万円、延滞債権は９２億１８百万円、３ヵ月以上延滞債権は
１０百万円、合計９５億２０百万円となっております。リス
ク管理債権合計額９５億２０百万円のうち、担保・保証等に
より５８億８０百万円が保全されており、また、債権ごと個々に
積んでいる引当金が２１億６３百万円あり、リスク管理債権
に対する保全率は８４．４８％と高い水準にあります。さらに、

信用金庫の自己資本ともいえる会員勘定に、特別積立金
４４億６０百万円（うち目的積立金１０百万円）を積み立てて
おりますので、当金庫のリスク管理債権に対する備えは万
全となっております。
 「とねしん」は、今後も経営管理体制を充実させ、リスク管
理を徹底し、皆様に安心してお取引いただける健全な経営
体質の構築に努めます。

区　　　分 残高
（Ａ）

担保・保証額
（Ｂ）

貸倒引当金
（Ｃ）

保全率
（Ｂ＋Ｃ）/（Ａ）

破 綻 先 債 権
平成21年度 546 489 56 100.00

平成22年度 291 270 20 100.00

延 滞 債 権
平成21年度 9,906 6,602 2,053 87.37

平成22年度 9,218 5,600 2,141 83.98

３ ヵ 月 以 上 延 滞 債 権
平成21年度 14 10 3 100.00

平成22年度 10 9 1 100.00

貸 出 条 件 緩 和 債 権
平成21年度 ─ ─ ─ ─
平成22年度 ─ ─ ─ ─

合 　 　 計
平成21年度 10,467 7,102 2,114 88.04

平成22年度 9,520 5,880 2,163 84.48

（注）１．「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により、元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収
利息を計上しなかった貸出金（未収利息不計上貸出金）のうち、次のいずれかに該当する債務者に対する貸出金です。
①更生手続開始の申立てがあった債務者
②再生手続開始の申立てがあった債務者
③破産手続開始の申立てがあった債務者
④特別精算開始の申立てがあった債務者
⑤手形交換所による取引停止処分を受けた債務者

２．「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金のうち次の2つを除いた貸出金です。
①上記「破綻先債権」に該当する貸出金
②債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金

３．「３ヵ月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しない貸出金です。
４．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利
となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しない貸出金です。

５．なお、これらの開示額は、担保処分による回収見込額、保証による回収が可能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当金を控除する前の金額であり、全てが
損失となるものではありません。

６．「担保・保証額」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
７．「貸倒引当金」については、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引当てた金額を記載しており、貸借対照表の残高より少なくなっています。
８．「保全率」はリスク管理債権ごとの残高に対し、担保・保証、貸倒引当金を設定している割合です。

●リスク管理債権の引当・保全状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：百万円、％）

※比率は円単位で計算しています。
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金融再生法に基づく資産の査定結果
2. 金融再生法開示債権の状況

 「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（金融
再生法）」に基づき、資産の査定結果について以下のとおり
開示いたします。

　なお、ここでいう債権には貸出金以外の債権も含んでお
りますので、「リスク管理債権（貸出金のみ対象）」とは合計
額が異なります。

3.貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

４.貸出金償却の額

区　　分
平成21年度 平成22年度

期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
目的使用 その他 目的使用 その他

一般貸倒引当金 372 334 ─ 372 334 334 906 ─ 334 906

個別貸倒引当金 1,670 2,110 304 1,366 2,110 2,110 2,162 483 1,626 2,162

合 計 2,043 2,444 304 1,738 2,444 2,444 3,068 483 1,960 3,068

項　目 平成21年度 平成22年度
貸出金償却額 439,656 777,319

区　　分 開示残高
（Ａ）

保全額
（Ｂ） 保全率

（Ｂ）／（Ａ）
引当率

(Ｄ)／（Ａ－Ｃ）担保・保証等による
回収見込額 （Ｃ） 貸倒引当金（Ｄ）

金融再生法上の
不 良 債 権

平成21年度 10,483 9,232 7,118 2,113 88.06 62.82

平成22年度 9,523 8,046 5,882 2,163 84.49 59.43

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

平成21年度 4,954 4,954 4,095 859 100.00 100.00

平成22年度 3,737 3,737 3,051 685 100.00 100.00

危 険 債 権
平成21年度 5,514 4,263 3,012 1,251 77.31 50.00

平成22年度 5,774 4,298 2,821 1,476 74.42 50.00

要 管 理 債 権
平成21年度 14 14 10 3 100.00 100.00

平成22年度 10 10 9 1 100.00 100.00

正 常 債 権
平成21年度 77,717

平成22年度 74,820

合 計
平成21年度 88,201

平成22年度 84,343

（注） １．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない
可能性の高い債権です。

３．「要管理債権」とは、「３ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金をいいます。
４．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外
の債権をいいます。

５．「金融再生法上の不良債権」における「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。

●金融再生法開示債権及び同債権に対する保全状況 （単位：百万円、％）

（単位：百万円）

※比率は円単位で計算しています。

（単位：千円）
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用 語 の 解 説

とねしん 国内基準

10
8.12

（％）

0

5

自己資本比率の比較

4.00

　自己資本比率とは、資産（オフ・バランスを含む）の各項目にリスク・ウエイトを乗じて得た額の合計に対する自
己資本額の割合をいい、金融機関の経営の健全性を評価するための客観的な指標として用いられます。自己
資本額には一般貸倒引当金をリスク・アセット等計の0.625％を限度として算入できます。

　早期是正措置制度とは、金融機関の健全性悪化の兆候が顕れる初期の段階で、金融当局の介入を可能な
らしめる制度です。その介入のタイミングの判断は、金融機関の自己資本比率に基づいて行われます。

　リスク・アセットとは、損失が発生する可能性（リスク）のある資産をいい、リスクの度合い（ウエイト）を乗じて算
出します。

自己資本比率

早期是正措置制度

リスク・アセット

とねしんの自己資本比率は 
自己資本額（E）

リスク・アセット等計（F） ＝8.12％

自 己 資 本 の 状 況

　自己資本比率は、金融機関の財務体質を示す非常に重要な指標の
一つで、自己資本比率が高いほど安全性が高いことになります。
　平成10年4月から導入された早期是正措置では、国内業務のみを取
り扱う金融機関は、自己資本比率が4％を下回ると、金融当局による行
政措置が発動されることになります。
　当金庫の自己資本比率は8.12％（前年度9.46％）と国内基準
4％の2倍強の高い安全性を確保しています。

（平成23年3月末現在）

項　　　　　　　　　　　　目 平成２1年度 平成２2年度

基 本 的 項 目 （A） 7,234 5,744
出 資 金 514 515
利 益 準 備 金 523 523
特 別 積 立 金 5,761 4,460
次 期 繰 越 金 434 244
処 分 未 済 持 分 （ △ ） ─ 0
そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損（ △ ） ─ ─

補 完 的 項 目 （B） 334 478
一 般 貸 倒 引 当 金 334 906
補 完 的 項 目 不 算 入 額（ △ ） ─ 427

自 己 資 本 総 額（ Ｃ ）＝（ Ａ ）＋（ Ｂ ） 7,568 6,222
控 除 項 目 （D） ─ ─

他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額 ─ 923
負債性資本調達手段及びこれに準ずるもの ─ 500
期限付劣後債務及び期限付優先出資並びにこれらに準ずるもの ─ ─

控 除 項 目 不 算 入 額 （ △ ） ─ 923
自 己 資 本 額（ Ｅ ）＝（ Ｃ ）－（ Ｄ ） 7,568 6,222
リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 計 （Ｆ） 80,004 76,574

資 産（ オ ン ・ バ ラ ン ス ）項 目 74,343 70,887
オ フ ・ バ ラ ン ス 取 引 等 項 目 83 47
オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額 5,577 5,639

単 体 Tie r1 比 率 　 （ A ）÷（ Ｆ ） 9.04 7.50
単 体 自 己 資 本 比 率 　（ Ｅ ）÷（ Ｆ ） 9.46 8.12

（単位：百万円、％）

（注） 「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の
状況が適当であるかどうかを判断するための基準（18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準を採用しております。
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　当金庫は、地域密着に徹した活動を強化継続して、信用金庫の基本
理念に則った健全経営を推し進めて行くため、平成２１年度より新３ヶ年
計画 “しんきん「つなぐ力」発揮２００９”をスタートさせ、信用金庫が持
つ『つなぐ力』をさらに進化させ、会員をはじめ地公体、商工会議所等、
地域の様々な主体との連携を一段と強化し、地域の持続的な発展を目
指して活動してまいりました。
　また、地域密着型金融のビジネスモデルの確立・深化が求められるな
かで、地域密着型金融の本質である ①ライフサイクルに応じた取引先
企業の支援の一層の強化、②事業価値を見極める融資手法をはじめ中
小企業に適した資金供給手法の徹底、③地域の情報集積を活用した持
続可能な地域経済への貢献、の３つの分野に係る「地域密着型金融推
進計画」を策定・公表し、基本方針を以下の３項目と致しました。

　こうした中で、当金庫の取組みをさらに充実したものとするために
も、我々は多様化・高度化する顧客ニーズにしっかりと対応し、顧客基盤
の維持・拡大に努めてまいりました。
　さらに、『協同組織理念』を念頭におきながら、相互扶助の基本に立
ち返り、地域社会との“絆”を一段と強め、地域社会から期待され必要と
される金融機関を目指してまいりました。

これらを実現していくための具体的施策として
以下の３点に取組みました。

　わが国経済は、平成２１年春を底に景気回復局面に入り、新興国をは
じめとする外需要因や経済対策の政策効果により２２年前半まで緩や
かに改善を続けておりました。しかしながら、夏以降急激な円高の進行
や海外経済の減速懸念により先行きの不透明感が表面化し、エコカー
補助金の終了もあって景気後退感が強まり、秋から本年初頭にかけて
景気は足踏み・踊り場状態が続いておりましたところ、３月の東日本大
震災により地域経済は深刻な影響を受け、中小企業の経営環境を一段
と厳しいものにしております。
　金融面では、日本銀行が昨年６月に成長基盤貸出制度を創設したほ

か、１０月にはゼロ金利政策の復活や資産購入枠の拡大などを内容とす
る包括的な金融緩和策を講じております。こうした日銀の対応にもかか
わらず、中小企業の資金繰りは依然として厳しいものがあり、このため
金融庁は、２１年１２月に成立・施行された中小企業金融円滑化法につい
て本年３月末の期限を１年間延長するとともに、金融機関に対しては、
貸付条件の変更等が行われた後の継続的なモニタリング、経営相談・
指導や経営再建計画の策定支援など、コンサルティング機能の充実を
要請することとしました。信用金庫として、顧客に対するコンサルティン
グ機能を十分に発揮しながら、これまで以上に円滑な金融仲介の役割
を果たしてまいります。

○預　金
　厳しい管内経済状況の中、預金の期中平均残高は１６３，３１５百万円
（増加率０．８４％）となりました｡

○貸出金
　営業地域の景気停滞感が続く中で資金需要は少なく、加えて当金庫
の主要貸出先である観光関連業種の低迷などにより貸出金増強に苦慮
しておりますが、中小企業に対する資金繰り支援等金融の円滑化を図
ることに最大限注力してまいりました。また、不良債権処理を積極的に
行い、不良債権の圧縮に努めました。その結果、貸出金の期中平均残高
は８６，２４０百万円（減少率１．１２%）となりました。

○収益面
経常収益 3,404百万円 前期比 109百万円減 増加率 △3.12％

経常費用 4,724百万円 前期比 1,065百万円増 増加率 29.11％

経常利益 △1,320百万円 前期比 1,174百万円減 増加率 △807.78％

当期純利益 △1,474百万円 前期比 1,357百万円減 増加率 △1,159.19％

○自己資本比率
当期　８．１２％ 前期　９．４６％ 前期比 １．３４ポイント低下

　これまで信用金庫は、地域の中小企業、住民等への安定した円滑な
資金供給を通じて、地域とともに歩んでまいりましたが、今後とも地域
金融機関として、地域の人と人、企業の架け橋（つなぐ力）となって、持
続可能な地域社会づくりに取組んでいく必要があります。このため、取
引先の販路拡大や起業・事業承継の支援に積極的に取組むほか、顧客
のライフステージに応じたきめ細かな対応や各種相談体制の充実な
ど、これまで培ってきた課題解決型金融を一層深化させる必要があり
ます。また、地公体、経済・商工団体、大学等との連携を一層強化して地
域経済の活性化や持続的な発展に貢献する取組みを深化させることも
必要であります。
　平成２３年は「信用金庫法制定６０周年」にあたり、“身近さ”や“親しみ
やすさ”といった信用金庫の特性を重視し「Ｆａｃｅ ｔｏ Ｆａｃｅで顧客に接
する信用金庫」であることや、「地域の中小企業、住民にとって最も身近
で相談しやすい、安心して頼れる街のパートナーとしての信用金庫」で
あるといった、信用金庫のブランドイメージの一層の浸透にも注力して
いく必要があります。
　当金庫は中小企業者への経営改善支援活動に注力し、内部管理態勢
の充実、利用者保護態勢の強化に努めることにより、地元の負託に応え
地域経済の中枢を担う「とねしん」として邁進していく所存であります。

1.事業方針

事 業 の 概 況

（1）地域密着型金融の深化

（2）独自性のさらなる発揮

（3）永続性ある経営の確立

（1） 顧客保護の徹底と利便性の向上
　　　・ 顧客の説明態勢や相談・苦情処理機能など、顧客保護

態勢の充実・強化に努める。

（2） 金融制度改革への対応
　　　・ 当金庫の特性を発揮することにより他行との差別化を

図り、顧客ニーズに則った商品を提供する。

（3） 地域密着型金融の深耕
　　　・ 地域活性化とともに、中小企業の再生・支援に向けて取組む。

2. 経済金融環境

3. 業 績

4. 業界の課題
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1．預金業務
当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、
定期積金、納税準備預金等

2．貸出業務
手形貸付、証書貸付、当座貸越、手形割引等

3．有価証券投資業務
預金の支払準備及び資金運用のため、国債、地方債、社債、
株式等に投資

4．内国為替業務
送金為替、当座振込及び代金取立等

5．外国為替業務
信金中央金庫への取り次ぎ業務

6．附帯業務
代理業務、保護預り及び貸金庫業務、債務の保証、
公共債の引受、国債等公共債及び証券投資信託の窓口販売、
保険商品の窓口販売、その他業務

営 業 の ご 案 内

商品ご利用にあたっての留意事項
1．上記預金商品は全て預金保険制度の付保対象預金です。
2． ご預金の種類により金利が異なります。金利は店頭に表示してありますのでご確認下さい。
3． 口座開設や10万円を超える現金でのお振込、また200万円を超える現金取引などのお取引の際には、お客さまご本人の確認をさせていただくため、所定の公的証明書
が必要となります。この公的証明書がない場合には、お取引ができないことがありますので、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

地域の皆さまにご満足いただけるような商品やサービスを
ご提供できるよう努めてまいります。

商　品　名 内　容　・　特　色 お預入れ金額 お預入れ期間

当 座 預 金 安全で便利な小切手、手形をご利用いただけます。
預金保険制度の全額付保対象預金です。 1円以上 出し入れ自由

普 通 預 金 ご自由に出し入れができて、給与や年金の受け取り、公共料金、税金
等の自動支払いなど便利にご利用いただけます。 1円以上 出し入れ自由

決 済 用 預 金
ご自由に出し入れができて、給与や年金の受取り、公共料金、税金等の
自動支払いなど便利にご利用いただけます。
預金保険制度の全額付保対象預金です。

1円以上 出し入れ自由

総 合 口 座 普通預金と定期預金を1冊の通帳にセット。自動融資で定期預金
の90％以内、最高300万円までご利用いただけます。

普通預金
1円以上

普通預金
出し入れ自由

定期預金
1万円以上

定期預金
1ヵ月～5年

貯 蓄 預 金 残高に応じて普通預金より有利な金利でご利用いただけます。 1円以上 出し入れ自由

通 知 預 金 まとまった資金の短期間の運用に適しています。お引出しの2日前ま
でに通知が必要です。 1万円以上 据置期間

7日以上

納 税 準 備 預 金 納税資金を計画的に準備していただく預金です。お利息に税金はか
かりません。 1円以上 預入は自由

払戻は納税時

ス ー パ ー 定 期 お預入れ金額によりスーパー定期・スーパー定期300がございます。個
人の方は複利型がご利用いただけます。 100円以上 1ヵ月～5年

大 口 定 期 預 金 1,000万円以上の大口資金の運用に適した、安全・確実な定期
預金です。 1,000万円以上 1ヵ月～5年

期 日 指 定 定 期 預 金 1年複利の有利な定期預金。1年経過すれば1ヵ月前に満期日を
指定できます。個人の方のみご利用いただけます。

100円以上
300万円未満

最長3年
据置期間1年

変 動 金 利 定 期 預 金 預入期間中に6ヵ月毎のサイクルで金利が見直される変動金利の定
期預金です。個人の方は複利型がご利用いただけます。 100円以上 1年～3年

利息分割受取型定期預金 スーパー定期または大口定期預金で、満期を待たずにお利息が
定期的にお受取りできます。 100円以上 1年～5年

年 金 定 期
〈寿〉

年金振込を指定されている方に、店頭表示金利より更に0.3％
上乗せの大変お得なお取扱期間限定の定期預金です。

100円以上
100万円以内 1年

新 型 福 祉 定 期 預 金
〈のぞみ〉

福祉年金などの受給者で当金庫に振込されている方に、店頭表示より
更に0.3％上乗せの大変お得なお取扱期間限定の定期預金です。

100円以上
350万円以内 1年

ス ー パ ー 積 金
事業拡張資金、住宅の新築・増改築資金、結婚資金などを計画的
に楽しみながら、目標に向かって毎月一定額を積み立てる定期積金
です。

5,000円以上 1年～5年

財 形 年 金 預 金
ゆとりある老後のための計画的な預金です。満60歳になると年金とし
てお受取りできます。財形住宅預金と合計で550万円までお利息が
非課税となります。

1,000円以上 5年以上

財 形 住 宅 預 金 夢のあるマイホーム取得資金を貯めることを目的とした預金です。財
形年金預金と合計で550万円までお利息が非課税となります。 1,000円以上 5年以上

一 般 財 形 預 金 貯蓄の目的は自由です。 1,000円以上 3年以上

◆預金業務
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◆融資業務

商品ご利用にあたっての留意事項
1． 金融機関の商品には、変動金利商品のようにお客さまの予想に反して金利が上下する商品や、保証会社を保証とするご融資には融資利息のほかに保証料が必要と
なる場合がありますので、ご利用に際しては商品内容を窓口または担当者におたずねいただきご確認の上、お客さまの目的に適した商品をお選び下さい。
2． ローンのお申込みについては、ご利用残高などに注意して、ご返済に無理のないよう計画的なご利用をお勧めいたします。また、審査の結果お客さまのご希望にそえ
ない場合があります。

◆内国為替業務

【個人向けローン】

【事業者向けローン】

商　品　名 内　容　・　特　色 ご融資限度額 ご融資期間

住 宅 ロ ー ン
住宅の新築、増改築、マンションの購入など長期のライフプランに合わ
せてご利用いただけます。お客さまの万が一に備えた「がん保障特約」
 「三大疾病保障特約」付きの住宅ローンもご用意しております。

８，０００万円以内 ３５年以内

フ ラ ッ ト 3 5
全期間固定金利（最長３５年）なので返済計画が立てやすく、お借
入時にご返済額が確定しますので、将来にわたって計画的な返済が
可能です。

８，０００万円以内 ３５年以内

セ レ ク ト 住宅ローンの借換、増改築資金など、お住まいに関する用途にご利
用いただけます。 １，０００万円以内 １５年以内

カ ー ラ イ フ プ ラ ン マイカー購入、免許取得、車検・修理費用、パーツの購入など、幅広く
ご利用いただけます。 ５００万円以内 ８年以内

教 育 プ ラ ン 高校、短大、大学、大学院、高等専門学校、専修学校等の入学金、授業
料等にご利用いただけます。 ５００万円以内

当座貸越型
４年６ヵ月以内
証書貸付型
１０年以内

お 直 し 上 手 住宅の増改築、キッチン・トイレ・浴室の改装、ガレージの設置等にご
利用いただけます。 １，０００万円以内 １５年以内

個 人 ロ ー ン 旅行、電化製品購入など、健康で文化的な日常生活に必要な資金な
ら、お使いみちは自由です。 500万円以内 8年以内

重粒子線治療応援プラン 群馬大学で先進がん治療（重粒子線治療）を受ける方やご家族の方
をサポートします。 ３１４万円以内 ８年以内

子 育 て 応 援 プ ラ ン 小学校入学前のお子様を養育するご家族の方をサポートします。
育児用品購入、粉ミルク購入、出産費用等にご利用いただけます。 １００万円以内 ５年以内

カ ー ド ロ ー ン お使いみちが自由で、カードを使って簡単にご利用いただけます。不
意の出費のときもご安心です。

１０万円
～１００万円

３年
（自動更新）

とねしんきゃっする お使いみちが自由で、カードを使って簡単にご利用いただけます。イ
ンターネットから仮審査申込みいただけます。

１０万円
～９９万円

３年
（自動更新）

タ ッ ク ル 手続き簡単・スピード回答の商品です。個人および個人事業主の方
にご利用いただけます。 ２００万円以内 ５年以内

商　品　名 内　容　・　特　色 ご融資限度額 ご融資期間

あ き な い 上 手 新事業を創業する方、新事業に進出する方にご利用いただける「創
業・新事業支援融資」です。 ５００万円以内

設備７年以内
運転５年以内

事業者カードローン 法人・個人事業主の方が事業資金にご利用いただけます。
スピーディーで便利なカードローンです。

原則、無担保
2,000万円以内

1年または2年
（更新可）

ビジネスオートローン 法人・個人事業主の方が業務用車両購入にご利用いただけます。 車両価格以内 5年以内

農 機 ・ 工 機 ロ ー ン 農業用・工業用機械などのご購入にご利用いただけます。 5万円以上
1,000万円以内 5年以内

内 国 為 替
送金・振込 当金庫の本支店はもちろん、全国の信用金庫、銀行、信用組合、農協などの金融機関へスピーディーで確実に

ご送金・お振込ができます。電信扱いと文書扱いがあります。

代金取立 手形・小切手などをお取立てして、ご指定の預金口座にご入金いたします。
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◆投資信託・国債窓口販売業務

営 業 の ご 案 内

◆その他の業務・各種サービス

投 資 信 託 小口の資金でスケールの大きな投資ができます。また、専門家（プロ）に運用を任せるので、運用成果が期待でき、分
散投資によりリスクを軽減することができます。

国 債 長期利付国債、中期利付国債、割引国債、個人向け国債の窓口販売をお取扱いしております。

キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス カード1枚でご預金のお引出し、お預入れができてたいへん便利です。
「とねしん」の本支店のほか、全国の提携金融機関でご利用いただけます。

デビットカードサービス デビットカード加盟店で、端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで、お買い物やご飲食のご利用代金
等をお客さまの口座から即時に決済できます。

年金自動受取サービス 国民年金、厚生年金、共済年金、労災年金、恩給等その他の年金がお受取日に自動的にご指定の預金口座へ振り込まれ
ます。

給 与 振 込 サ ー ビ ス 毎月の給与やボーナスが自動的にご指定の預金口座に振り込まれます。

自 動 支 払 サ ー ビ ス 電気、電話、ガス、水道、NHKなどの公共料金、保険料、税金などを自動的にご指定の預金口座からお支払いいたします。

為替自動振込サービス 家賃、月謝、仕送りなどをご指定日に自動的にご指定の預金口座へお振込みいたします。なお、振込手数料は一般のお
振込みよりお得になっております。

ス イ ン グ サ ー ビ ス 普通預金と貯蓄預金の間で自動的な振替がご利用いただけます。

フ ァ ー ム バ ン キ ン グ
ホ ー ム バ ン キ ン グ

オフィスや家庭に居ながら専用端末機を利用して、取引照会や振込・振替が簡単にでき、たいへん便利です。なお、振込
手数料は一般のお振込みよりお得になっております。

インターネットバンキング お手持ちのパソコンから、取引照会や振込・振替が簡単にでき、たいへん便利です。なお、振込手数料は一般の
お振込みよりお得になっております。

ア ン サ ー サ ー ビ ス お客さまの口座のお取引内容を、電話またはファクシミリでご連絡し、ご確認いただける便利なサービスです。

ファクシミリ振込サービス お手持ちのファクシミリで、オフィスや家庭に居ながら簡単に振込・総合振込・給与振込などがご利用いただけます。

テ レ ホ ン バ ン キ ン グ 残高照会、入出金明細照会や振込の手続きが、電話一本でどこからでもご利用いただけます。お忙しい方や外出の少な
い方には、とても便利なサービスです。個人の方のみご利用いただけます。

モ バ イ ル バ ン キ ン グ お手持ちのNTTドコモのiモード携帯電話から残高照会、入出金明細照会、振込、振替などがご利用いただけます。個人
の方のみご利用いただけます。

Ａ Ｔ Ｍ 振 込 サ ー ビ ス 各店舗設置のATMにより全国の金融機関へお振込みができます。振込カードのご利用により、同じ振込先へ繰り返し
ご利用いただけます。

ネット口座振替受付サービス お手持ちの携帯電話またはパソコンから預金口座振替の手続きができ、たいへん便利です。なお、個人向けインターネッ
トバンキングの契約がない方でもご利用いただけます。

携帯電子マネーチャージサービス お手持ちの携帯電話からオンラインでお客さまの口座から出金して、電子マネーをチャージ（入金）することができ、たい
へん便利です。なお、個人向けインターネットバンキングの契約がない方でもご利用いただけます。

しんきん健康サポートプラン 健康・医療・介護・栄養などについての電話相談サービスです。
「とねしん」で年金をお受取りのお客さまおよびご家族の方がご利用いただけます。

ク レ ジ ッ ト カ ー ド VISA、JCB、UC、DC、UFJ、マスター、セゾンなどの各種クレジットカードの加入申込やキャッシングがご利用いただけま
す。また、加盟店のお申込みもお取扱いしております。

純 金 積 立 毎月一定の金購入金額（毎月3,000円以上1,000円単位）を決めて、その金額を月中の営業日数で割った金額で毎日少
しづつ金を購入することにより、金を積み立てていく商品です。

貸 金 庫 預金証書、権利証、有価証券、貴金属などの大切な財産を安全・確実に保管します。

夜 間 預 金 金 庫 当金庫の営業時間終了後、売上金などをご投入いただき、翌営業日にご指定の預金口座にご入金いたします。

外 国 通 貨 両 替 米ドルのほか、主要外国通貨の両替をお取扱いしております。

外 貨 宅 配 サ ー ビ ス 三井住友銀行との提携により、米ドルやユーロなど３２種類の外貨の品揃えで、便利な宅配サービスをご利用いただけ
ます。

株 式 ・ 出 資 金 払 込 会社設立のための株式（出資金）払込金や増資のお取扱いをしております。

日 本 銀 行 歳 入 代 理 店 日本銀行歳入代理店として国税その他の収納金の収納業務をお取扱いしております。

群馬県収納代理金融機関 群馬県および各指定市町村の税金その他の収納金の収納事務をお取扱いしております。

スポーツ振興くじ当選金
払 い 戻 し （ t o t o ） スポーツ振興くじ当選金の払戻業務をお取扱いしております。（※本店のみお取扱いしております。）
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北支店
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◆保険窓口販売業務

◆相談業務

　とねしん北支店では地域金融機関として、地域への貢献度を高
めると共に、お客さまのニーズに積極的にお応えするため、休日相
談を実施しております。
　住宅ローンのご相談・お申込みをはじめ、各種ローンのご相談・
お申込みにご利用いただけます。また、年金や税務のご相談も承っ
ております。
　皆様のご来店をお待ちしております。

●ゆうゆう休日相談

北支店/沼田市高橋場町2040－1　ＴＥＬ/0278－22－5656
日時/毎週日曜日　午前10：00～午後4：00
【相談項目・担当者】
住　　　　宅……毎週日曜日（当金庫職員）
消費者ローン……毎週日曜日（当金庫職員）
年　　　　金……毎週日曜日（当金庫年金担当者）
税　　　　務……毎年2月・3月の第二日曜日（顧問税理士）

年金窓口相談
　とねしんでは全店の窓口で、年金制度のしくみ・見込額・受給
手続きの方法など、年金に関する様々なご相談を承っております。

●年金相談

年金相談会
　全店で定期的に「年金相談会」を開催して
おります。年金制度のしくみから受給資格の
調査、ご請求手続きまで、お客さま一人ひとりに
あったアドバイスをさせていただいております。

　とねしん本店では、毎月第一・第三木曜日にご
依頼をいただいたお客さまを対象に税務相談を
行っています。
　税務に関する様々なご相談を顧問税理士が
承っております。
※ご利用の際は、事前に予約が必要となります。

●税務相談

個人年金保険（定額） 一括受取額を確実にお受取りできますので、安全確実な資産形成に適しています。ゆとりあるセカンドライフの
資産形成に役立つ保険です。

住宅ローン関連長期火災保険 住宅ローン等をご利用いただくお客さま向けに限ってご提案させていただく住宅火災保険で、集団扱いとして割安な
保険料でご利用いただける、安心をお届けする保険です。

住宅ローン関連債務返済支援保険 住宅ローン等をご利用いただくお客さま向けに限ってご提案させていただく長期障害所得補償保険で、団体扱いとし
て割安な保険料でご利用いただくことができる保険で、お客さまおよびお客さまの家族の生活安定に貢献する保険です。

標 準 傷 害 保 険 24時間、国内・国外を問わず、様々な事故によるケガを補償する保険で、ご契約のタイプには「個人型」の他に、割安な保険料でご夫婦揃ってご契約
いただける「夫婦型」があります。当金庫の会員様に限って、一般契約より割安な保険料でご契約いただくことが可能となっています。

が ん 保 険 医療の進歩に対応して保障内容が充実し、さらに長期にわたってサポートする保険です。『がんは、誰でもかかる可
能性のある「すぐそこにある病気」だからこそきちんと向き合い、しっかり準備しておくことが大切です。』

医 療 保 険 短期の入院にも、長期の入院にも対応し、ムダのない保障をムリのない保険料で確保でき、長い人生をとぎれること
なくきちんと保障する保険です。

学 資 保 険
ご両親（祖父母）様が高い関心を持っているお子（孫）様の教育資金に備えるための保険です。学資積金のような感覚
で教育資金に備えつつご契約者に万一のことがあった場合に備えて、保険料のお払込みが不要になる特則を付加する
ことができ、業界最高水準の戻り率が特長の保険です。

終 身 保 険 本商品は、「のこす」「ふやす」「そなえる」という３つの機能を兼ね備え、お客さまのあらゆるニーズに対応できる万能
終身保険です。将来のニーズにあわせてコースを選択することができます。
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１. 振込手数料（１件につき）
種　　　目 取　　　扱 同一店内宛 本 支 店 宛 他金融機関宛

窓 口
電　信　扱 3万円未満 210円 315円 630円

3万円以上 420円 525円 840円

文　書　扱 3万円未満 210円 315円 630円
3万円以上 420円 525円 840円

Ａ Ｔ Ｍ
現　金　扱 3万円未満 無料 105円 420円

3万円以上 無料 315円 630円

キャッシュカード扱 3万円未満 無料 105円 315円
3万円以上 無料 210円 525円

イ ン タ ー ネ ッ ト バ ン キ ン グ
フ ァ ー ム バ ン キ ン グ
ホ ー ム バ ン キ ン グ
テ レ ホ ン バ ン キ ン グ
フ ァ ク シ ミ リ 振 込 サ ー ビ ス

3万円未満 無料 105円 420円

3万円以上 無料 315円 630円

５.その他の手数料
種　　　目 取　　　扱 金　　　　額

不 動 産 担 保 事 務 取 扱 手 数 料
（ 取 扱 1 件 に つ き ）

新規設定・極度増額及びこれに準ずるもの 42,000円
極度増額を伴わない追加設定 21,000円
自己居住用不動産購入に係わる担保設定 21,000円
不動産・建設業者の商品物件担保一部抹消 10,500円
（根）抵当権の商品物件以外の一部抹消 5,250円

証 明 書 発 行 手 数 料
（ 自 動 発 行 を 含 む ）

融資証明書（農業委員会提出の承諾書を含む） 10,500円
融資利息証明書 525円
残高証明書（１通につき） 525円
残高証明書（お客さま指定の用紙） 1,050円
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 525円

条 件 変 更 手 数 料 証書貸付条件変更 5,250円
固 定 金 利 特 約 手 数 料 貸付実行時は無料 5,250円

繰 り 上 げ 返 済 手 数 料
全部繰上返済・一部繰上返済とも一律 5,250円

固定金利特約期間中（消費者ローンを除く） 全　部 31,500円
一　部 21,000円

両 替 手 数 料

1～100枚 無料
101～1,000枚 315円
1,001～2,000枚 630円
2,001枚以上 630円＋1,000枚毎に315円

個 人 情 報 開 示 等 請 求 手 数 料 基本的項目（1項目につき） 315円
その他項目（1項目につき） 1,050円

（注）記載の金額には消費税が含まれております。

２. 為替手数料（１件につき）
種　　　目 取　　　扱 同一店内宛 本 支 店 宛 他金融機関宛

為 替 自 動 振 込 3万円未満 無料 210円 525円
3万円以上 無料 315円 630円

代 金 取 立 手 数 料

至　急　扱 1,050円
普　通　扱 840円

同一手形交換所内 210円 210円（小切手を除く）
組 戻 手 数 料 （ 送 金 ・ 振 込 ・ 取 立 手 形 ） 840円
不 渡 手 形 返 却 料 ・ 取 立 手 形 店 頭 呈 示 料 (注)実費が840円を超える場合は、実費をいただきます。

４. ATM・CD利用手数料（お引き出し・当金庫のATM・CDをご利用の場合）
曜　日 時　間　帯 当金庫のカード 当金庫以外の

信用金庫カード 他金融機関のカード

平 　 　 日
  8：30～  8：45 無料 105円 210円
  8：45～18：00 無料 無料 105円
18：00～21：00 無料 105円 210円

土 　 曜 　 日   8：30～14：00 無料 無料 105円
14：00～19：00 無料 105円 210円

日 曜・ 祝 祭 日   8：30～19：00 105円 105円 210円
※ＡＴＭの入金手数料は、原則としてお引き出しと同様となります。（ただし、当金庫通帳・カードによる入金は日曜・祝祭日も無料です。）
※ご利用時間および平日以外のご利用は、店舗により異なります。

３.ファームバンキング・ホームバンキング・ファクシミリ振込サービス・インターネットバンキング基本手数料
種　　　目 基本料金

個 人 向 け イ ン タ ー ネ ッ ト バ ン キ ン グ 月額　１０５円
法 人 向 け イ ン タ ー ネ ッ ト バ ン キ ン グ

月額１，０５０円フ ァ ー ム バ ン キ ン グ
ホ ー ム バ ン キ ン グ
フ ァ ク シ ミ リ 振 込 サ ー ビ ス

主 な 手 数 料 一 覧 （平成２３年６月１日現在）
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●貸借対照表（資産の部） （単位：百万円）

科　　目 平成22年3月末 平成23年3月末

（ 資 産 の 部 ）

現 金 2,463 2,699

預 け 金 29,764 30,988

買 入 金 銭 債 権 182 146

金 銭 の 信 託 500 200

有 価 証 券 49,455 49,729

国　　　　　　 債 4,042 3,626

地 方 債 1,924 2,018

短 期 社 債 399 199

社 債 30,792 30,406

株 式 460 407

そ の 他 の 証 券 11,836 13,070

貸 出 金 87,977 84,178

割 引 手 形 376 301

手 形 貸 付 7,197 6,050

証 書 貸 付 78,391 75,853

当 座 貸 越 2,012 1,973

そ の 他 資 産 1,102 1,140

未 決 済 為 替 貸 17 12

信金中金出資金 549 549

前 払 費 用 0 ─

未 収 収 益 393 338

未収還付法人税等 1 4

そ の 他 の 資 産 140 236

有 形 固 定 資 産 1,708 1,711

建 物 487 463

土 地 1,047 1,047

リ ー ス 資 産 9 51

建 設 仮 勘 定 ─ ─

その他の有形固定資産 163 148

無 形 固 定 資 産 85 82

ソ フ ト ウ ェ ア 12 9

の れ ん ─ ─

リ ー ス 資 産 ─ ─

その他の無形固定資産 72 72

繰 延 税 金 資 産 38 ─

債 務 保 証 見 返 144 80

貸 倒 引 当 金 △ 2,444 △ 3,068

（うち個別貸倒引当金） （△ 2,110） （△ 2,162）

資 産 の 部 合 計 170,976 167,889

●貸借対照表（負債及び純資産の部） （単位：百万円）

科　　目 平成22年3月末 平成23年3月末

（ 負 債 の 部 ）
預 金 積 金 160,686 160,506 

当 座 預 金 683 612

普 通 預 金 44,919 45,899

貯 蓄 預 金 1,133 1,078

通 知 預 金 59 229

定 期 預 金 102,605 100,792

定 期 積 金 10,701 11,271

そ の 他 の 預 金 583 622

譲 渡 性 預 金 － －
借 用 金 1,500 －
当 座 借 越 1,500 ─

そ の 他 負 債 570 585

未 決 済 為 替 借 20 15

未 払 費 用 170 133

給付補てん備 金 82 119

未 払 法 人 税 等 ─ ─
前 受 収 益 94 81

払 戻 未 済 金 3 1

職 員 預 り 金 34 30

リ ー ス 債 務 9 51

資 産 除 去 債 務 ─ 27

そ の 他 の 負 債 154 123

賞 与 引 当 金 38 37

退 職 給 付 引 当 金 154 293

役員退職慰労引当金 73 85

睡眠預金払戻損失引当金 22 14

偶 発 損 失 引 当 金 24 26

特別法上の引当金 － －
繰 延 税 金 負 債 － 86

債 務 保 証 144 80

負 債 の 部 合 計 163,215 161,716

（ 純 資 産 の 部 ）   

出 資 金 514 515

普 通 出 資 金 514 515

優 先 出 資 金 ─ ─
利 益 剰 余 金 6,734 5,244

利 益 準 備 金 523 523

その他利益剰余金 6,211 4,721

特 別 積 立 金 5,761 5,760

（うち目的積立金） （11） （10）

当期未処分剰余金
（又は当期未処理損失金） 449 △ 1,039

処 分 未 済 持 分 － △ 0

会 員 勘 定 合 計 7,249 5,759

その他有価証券評価差額金 511 413

評価・換算差額金等合計 511 413

純 資 産 の 部 合 計 7,761 6,173

負債及び純資産の部合計 170,976 167,889
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（注）貸借対照表の注記
１． 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２． 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均
法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のうち時価の
あるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法（売
却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められるものについては移動平均法によ
る原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他
有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処
理しております。

３． 有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法
（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属
設備を除く。）については定額法）を採用しております。

　　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　　　　　建　物：７年～４７年
　　　　　　　その他：３年～２０年
４． 無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法によ
り償却しております。なお、自金庫利用のソフトウェアについて
は、金庫内における利用可能期間（５年）に基づいて償却して
おります。

５． 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資
産」及び「無形固定資産」中のリース資産の減価償却は、リー
ス期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存
価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるもの
は当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

６． 外貨建資産は、決算日の為替相場による円換算額を付してお
ります。

７． 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のと
おり計上しております。

　　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債
務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の
状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権
については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の
帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可
能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は
経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大き
いと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る
債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保
証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、必要と認
める額を計上しております。

　　　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒
実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、資産査定室
（営業関連部署）が資産査定を実施し、当該部署から独立した
監査部（資産監査部署）が査定結果を監査しており、その査定
結果に基づいて上記の引当を行っております。

　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等
については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が
可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として
債権額から直接減額しており、その金額は8,505百万円であり
ます。

８． 賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対
する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計
上しております。

９． 退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、退職給付
会計に関する実務指針（中間報告）（日本公認会計士協会会
計制度委員会報告第13号）に定める簡便法（直近の年金財政
計算上の数理債務を退職給付債務とする方法）により、当事
業年度末における必要額を計上しております。

　　　また、当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立され
た企業年金制度（総合設立型厚生年金基金）に加入しており、
当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算するこ
とができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用
として処理しております。

　　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度
全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれらに関する補
足説明は次のとおりであります。

　　①制度全体の積立状況に関する事項（平成22年3月31日現在）
　　　 年金資産の額 1,352,356百万円
　　　 年金財政計算上の給付債務の額 1,623,781百万円
　　　 差引額 △ 271,424百万円
　　②制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（平成22年3月分）
　 　　　　　　　　　　0.1919％
　　③補足説明
　　　上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務
債務残高271,424百万円であります。本制度における過去勤
務債務の償却方法は期間16年10ヵ月の元利均等定率償却で
あり、当金庫は、当事業年度の財務諸表上、特別掛金39百万
円を費用処理しております。

　　　なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時
の標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記②の割
合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。

10． 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備える
ため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年
度末までに発生していると認められる額を計上しております。

11． 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金につ
いて、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求
に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上してお
ります。

12． 偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備え
るため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

13． 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日
が平成20年４月１日前に開始する事業年度に属するものについ
ては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

14． 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっており
ます。

15． 理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭
債権総額 70百万円。

16． 理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭
債務はありません。

17． 有形固定資産の減価償却累計額2,709百万円。
18． 貸借対照表に計上した固定資産のほか、為替集中処理システ
ム、クライアントサーバーシステム、車両（一部車両を除く）に
ついては、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用
しております。

19． 貸出金のうち、破綻先債権額は291百万円、延滞債権額は
9,218百万円であります。

　　　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当
期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取
立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しな
かった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息
不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年
政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事
由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であり
ます。

　　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻
先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし
て利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

20． 貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は10百万円でありま
す。

　　　なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約
定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債
権及び延滞債権に該当しないものであります。

21． 貸出金のうち、貸出条件緩和債権はありません。
　　　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援
を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本
の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債
権に該当しないものであります。

22． 破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出
条件緩和債権額の合計額は9,520百万円であります。

　　　なお、19．から22．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の
金額であります。

23． 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取
引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、
売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有し
ておりますが、その額面金額は301百万円であります。

24． 担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　　担保に供している資産 預 け 金 3百万円
  有価証券 98百万円
　　　　担保資産に対応する債務 預　　金  291百万円
　　上記のほか、為替決済等の取引の担保として、預け金2,025
百万円を差し入れております。

25． 出資１口当たりの純資産額  5,993円32銭
26． 金融商品の状況に関する事項
　⑴ 金融商品に対する取組方針
　当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの
金融業務を行っております。
　このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資
産及び負債の総合的管理（ALM）をしております。

　⑵金融商品の内容及びそのリスク
　当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客
さまに対する貸出金です。
　また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満
期保有目的、純投資目的及び事業推進目的で保有しておりま
す。
　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リス
ク、市場価格の変動リスクに晒されております。
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　一方、金融負債は主としてお客さまからの預金であり、流動
性リスクに晒されております。
　また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒さ
れております。

　⑶ 金融商品に係るリスク管理体制
　　①信用リスクの管理
　当金庫は、融資事務取扱規程等及び信用リスクに関する管
理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、
与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権へ
の対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。
　これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、
また、定期的にリスク管理委員会や理事会を開催し、審議・報
告を行っております。
　有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカ
ウンターパーティーリスクに関しては、総務部において、信用情
報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。
②市場リスクの管理
（ⅰ）金利リスクの管理

　当金庫は、リスク管理委員会において市場リスク（金
利リスク・為替リスク・価格変動リスク）を管理しておりま
す。
　市場リスク管理規程及び方針において、リスク管理方
法や手続等の詳細を明記しており、リスク管理委員会に
おいて決定された方針に基づき、必要に応じ理事会にお
いて実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っ
ています。
　日常的にはコンプライアンス統括部兼リスク管理統括
部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に
把握し、金利感応度分析等によりモニタリングを行い、
月次ベースでリスク管理委員会に報告しております。

（ⅱ）為替リスクの管理
　当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ご
とに管理しております。

（ⅲ）価格変動リスクの管理
　有価証券を含む市場運用商品の保有については、リス
ク管理委員会の方針に基づき、理事会の監督の下、市場
リスク管理規程に従い行われております。
　このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行って
おり、事前審査、投資限度額の設定のほか、継続的なモ
ニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っており
ます。
　総務部で保有している株式の多くは、事業推進目的で
保有しているものであり、取引先の市場環境や財務状況
などをモニタリングしています。
　これらの情報は総務部を通じ、理事会及びリスク管理
委員会において定期的に報告されております。

（ⅳ）市場リスクに係る定量的情報
　当金庫では、「預金積金」、「貸出金」、「預け金」、
「有価証券」の市場リスク量をＶａＲにより月次で計測
し、取得したリスク量がリスク限度額の範囲内となるよう
管理しております。
　当金庫のＶａＲは分散共分散法（保有期間120日、信
頼区間99％、観測期間1年）により算出しており、平成
23年3月31日現在で当金庫の市場リスク量は、全体で
2,511百万円であります。
　ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に
算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測してお
り、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況
下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
　当金庫は、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多
様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などに
よって、流動性リスクを管理しております。　

　⑷金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
　なお、一部の金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金につ
いては、簡便な計算により算出した時価に代わる金額を含めて
開示しております。

27． 金融商品の時価等に関する事項
　平成23年３月31日における貸借対照表計上額、時価及び
これらの差額は、次のとおりであります（時価等の算定方法に
ついては（注１）参照）。なお、時価を把握することが極めて困
難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません
（（注２）参照）。
　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

（単位：百万円）

貸借対照表
計　上　額 時　価 差　額

（1）預け金（＊１） 30,988 31,476 488
（2）有価証券
　　満期保有目的の債券 10,847 9,721 △ 1,125
　　その他有価証券 38,855 38,855 ̶
（3）貸出金（＊１） 84,178
　　貸倒引当金（＊２） △ 3,068

81,110 82,448 1,338
金融資産　計 161,800 162,500 700

（1）預金積金（＊１） 160,506 160,601 95
金融負債　計 160,506 160,601 95

（＊１）預け金、貸出金、預金積金の「時価」には、「簡便な計算によ
り算出した時価に代わる金額」が含まれております。

（＊２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控
除しております。

（注１）金融商品の時価等の算定方法
金融資産
　⑴預け金
　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のあ
る預け金については取引金融機関から提示された価格、また
は市場金利で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として
記載しております。

　⑵有価証券
　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融
機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表
されている基準価格によっております。
　変動利付国債の時価については、従来、市場価格をもって
貸借対照表計上額としておりましたが、昨今の市場環境を踏ま
えた検討の結果、引続き市場価格を時価とみなせない状態に
あると判断し、当事業年度末においては、合理的に算定された
価額をもって貸借対照表計上額としております。これにより、市
場価格をもって貸借対照表計上額とした場合に比べ、「有価証
券」は74百万円増加、「繰延税金負債」は23百万円増加、「そ
の他有価証券評価差額金」は51百万円増加しております。
　変動利付国債の合理的に算定された価額は、大手証券会社
から入手した理論価格としており、当該価格は、国債利回りか
ら算出する将来価値にコンベクシティ調整及びゼロ・フロア・
オプション調整を行い算出しております。なお、国債の利回り
及び利回りのボラティリティが主な価格決定変数であります。
　また、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項につ
いては、28．から31．に記載しております。

　⑶貸出金
　貸出金は、以下の①～③の合計額から、貸出金に対応する一
般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除する方法により算定
し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。
① 　破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、
将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権については、
貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金
控除前の額。以下「貸出金計上額」という。）
②　①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
③ 　①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基
づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利で割り引いた
価額

金融負債
　⑴預金積金
　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額
（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期預金の時
価は、一定期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割
り引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金
額として記載しております。その割引率は、市場金利を用いてお
ります。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は
次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりませ
ん。

（単位：百万円）
区　分 貸借対照表計上額

非上場株式（＊１） 22
組合出資金（＊２） 5

合　計 27
（＊１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握するこ
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とが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはし
ておりません。

（＊２）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握
することが極めて困難と認められるもので構成されているも
のについては、時価開示の対象とはしておりません。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

預け金（＊１） 20,037 3,450 1,000 6,500
有価証券
満期保有目的の債券 299 1,569 1,196 7,780
その他有価証券のうち 3,979 20,311 11,008 1,374
満期があるもの
貸出金（＊２） 15,822 23,511 15,021 16,748

合　計 40,137 48,841 28,225 32,402
（＊１）預け金のうち、要求払預け金は「１年以内」に含めております。
（＊２）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対す

る債権等、償還予定額が見込めないもの、期間の定めがない
ものは含めておりません。

（注４）その他の有利子負債の決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

預金積金（＊） 143,515 15,294 126 355
（＊）預金積金のうち、要求払預金は「１年以内」に含めております。
28． 有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりで
あります。

満期保有目的の債券 （単位：百万円）

種　類 貸借対照表
計　上　額 時　価 差　額

時価が貸借対
照表計上額を
超えるもの

国債 ̶ ̶ ̶
地方債 ̶ ̶ ̶
短期社債 ̶ ̶ ̶
社債 799 814 14
その他 1,402 1,426 23
小　計 2,202 2,241 38

時価が貸借対
照表計上額を
超えないもの

国債 ̶ ̶ ̶
地方債 ̶ ̶ ̶
短期社債 ̶ ̶ ̶
社債 400 366 △ 33
その他 8,244 7,114 △ 1,130
小　計 8,644 7,480 △ 1,163

合　計 10,847 9,721 △ 1,125
その他有価証券 （単位：百万円）

種　類 貸借対照表
計　上　額 取得原価 差　額

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の

株式 137 84 52
債券 29,328 28,628 699
　国債 3,626 3,509 116
　地方債 1,920 1,858 62
　短期社債 199 199 0
　社債 23,581 23,061 520
その他 2,456 2,382 74
小　計 31,922 31,095 826

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの

株式 247 290 △ 43
債券 5,723 5,873 △ 149
　国債 ̶ ̶ ̶
　地方債 98 99 △ 1
　短期社債 ̶ ̶ ̶
　社債 5,625 5,773 △ 148
その他 961 996 △ 34
小　計 6,932 7,160 △ 227

合　計 38,855 38,255 599

29．当事業年度中に売却したその他有価証券 （単位：百万円）

売却額 売 却 益
の合計額

売却損の
合 計 額

株式 ̶ ̶ ̶
債券 215 3 ̶
その他 1 ̶ 1

合　計 216 3 1

30．満期保有目的の金銭の信託 （単位：百万円）

貸借対照表
計　上　額 時　価 差　額

うち時価が
貸借対照表
計上額を超
えるもの

うち時価が
貸借対照表
計上額を超
えないもの

満期保有
目的の金
銭の信託

200 200 ̶ ̶ 200

（注）「うち時価が貸借対照表計上額を超えるもの」「うち時価が貸
借対照表計上額を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳で
あります。

31．有価証券（売買目的有価証券を除く）で時価のあるもののう
ち、当該有価証券の時価が取得原価に比べ著しく下落してお
り、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められない
ものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とすると
ともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損
処理」という。）しております。

　　　当事業年度における減損処理額は、55百万円（うち、株式 
27百万円、その他27百万円）であります。

　　　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、
時価が取得原価に比べて50％以上下落したことのほか、30％
以上50％未満下落した銘柄については、過去の価格動向や
業績推移等を考慮しています。

32． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、
顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定さ
れた条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を
貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融
資未実行残高は、5,798百万円であります。このうち契約残存
期間が1年以内のものが、1,579百万円あります。

　　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するも
のであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当金庫の
将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及び
その他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受
けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨
の条項が付けられております。また、契約時において必要に応
じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定
期的に予め定めている金庫内手続に基づき顧客の業況等を把
握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じ
ております。

33．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
は、それぞれ以下のとおりであります。
　繰延税金資産
　　貸倒引当金損金算入限度超過額  2,564百万円
　　減価償却費損金算入限度超過額 46
　　有価証券損金算入限度超過額 127
　　退職給付引当金損金算入限度超過額  90
　　役員退職慰労引当金損金算入限度超過額  26
　　繰越欠損金 523
　　その他  57
　繰延税金資産小計 3,435
　評価性引当額 △ 3,335
　繰延税金資産合計 100
　繰延税金負債
　　その他有価証券評価差額金  185
　　その他 0
　繰延税金負債合計   186
　繰延税金資産（負債）の純額   （86）百万円

34．当事業年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会
計基準第18号平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平
成20年3月31日）を適用しております。　　　

　　　これにより、経常損失は0百万円増加、税引前当期純損失は
25百万円増加しております。
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　平成22年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書（以下、「財務諸表」という。）の適正性、及び財務諸表作成
に係る内部監査の有効性を確認しております。

　平成23年6月27日 利根郡信用金庫

　理事長

●損益計算書 （単位：千円）

科　　目 平成21年度 平成22年度
経 常 収 益 3,513,769 3,404,127

資 金 運 用 収 益 3,228,234 3,118,208

貸 出 金 利 息 2,175,634 2,041,613

預 け 金 利 息 294,569 318,108

有価証券利息配当金 754,868 743,710

その他の受入利息 3,163 14,775

役 務 取 引 等 収 益 222,734 236,828

受入為替手数料 112,434 110,696

その他の役務収益 110,299 126,132

そ の 他 業 務 収 益 709 28,875

外国為替売買益 ─ ─
国債等債券売却益 ─ 3,173

国債等債券償還益 ─ 25,132

その他の業務収益 709 568

そ の 他 経 常 収 益 62,091 20,214

株 式 等 売 却 益 2,041 ─
金銭の信託運用益 9,494 5,459

その他の経常収益 50,554 14,754

経 常 費 用 3,659,225 4,724,559

資 金 調 達 費 用 304,758 194,208

預 金 利 息 264,442 148,645

給付補てん備金繰入額 40,093 45,343

借 用 金 利 息 54 57

その他の支払利息 168 162

役 務 取 引 等 費 用 124,754 120,567

支払為替手数料 30,871 30,505

その他の役務費用 93,883 90,061

そ の 他 業 務 費 用 47 27,980

外国為替売買損 46 100

国債等債券償還損 ─ ─
国債等債券償却 ─ 27,879

その他の業務費用 0 0

経 費 2,045,258 2,373,043

人 件 費 1,326,038 1,635,015

物 件 費 686,786 704,859

税 金 32,433 33,168

そ の 他 経 常 費 用 1,184,406 2,008,759

貸倒引当金繰入額 705,934 1,108,128

貸 出 金 償 却 439,656 777,319

株 式 等 売 却 損 1,426 1,036

株 式 等 償 却 ─ 27,347

金銭の信託運用損 ─ ─
その他資産償却 6,157 2,710
その他の経常費用 31,231 92,217

経常利益（又は経常損失） △ 145,456 △ 1,320,432

 （単位：千円）

科　　目 平成21年度 平成22年度
特 別 利 益 43,644 44,149

貸倒引当金戻入益 ─ ─
償却債権取立益 42,888 37,484

その他の特別利益 756 6,664

特 別 損 失 2,040 28,295

固定資産処分損 1,040 2,800

減 損 損 失 ─ ─
その他の特別損失 1,000 25,494

税引前当期純利益（又は税引前当期純損失） △ 103,851 △ 1,304,578

法人税、住民税及び事業税 2,574 1,634

法 人 税 等 調 整 額 10,703 168,687

当期純利益（又は当期純損失） △ 117,130 △ 1,474,899

前 期 繰 越 金 565,813 434,264

とねしんふるさと基金　積立金取崩額 1,000 896

当期未処分剰余金（又は当期未処理損失金） 449,682 △ 1,039,738
（注）損益計算書の注記
1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
2.出資1口当たり当期純損失金額　1,431円42銭

●剰余金処分計算書 （単位：円）

科　　目 平成21年度 平成22年度

当 期 未 処 分 剰 余 金
（又は当期未処理損失金） 449,682,752 △ 1,039,738,571

積 立 金 取 崩 額 － 1,300,000,000

特別積立金取崩額 ─ 1,300,000,000

計 449,682,752 260,261,429

剰 余 金 処 分 額 15,418,588 15,432,244

利 益 準 備 金 ─ ─

普通出資に対する配当金 15,418,588 15,432,244

（ 配 当 率 ） （年3%） （年3%）

特 別 積 立 金 ─ ─

うち目的積立金（とねしんふるさと基金） （─） （─）

次 期 繰 越 金 434,264,164 244,829,185
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監査報告書（監査報告書は決算関係書類に対するものであります）
独立監査人の監査報告書　謄本

監事の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

監査報告書

謄　本

謄　本

平成23年5月24日

利　 根　 郡　 信　 用　 金　 庫
　理　事　会　御  中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員  公認会計士　 小出　検次  ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員  公認会計士　 桂川　修一  ㊞

　当監査法人は、信用金庫法第38条の2第3項の規定に基づき、利根郡信用金庫の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第60期事業年
度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附
属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及
びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検
討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認められる会
計の慣行に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
　金庫と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

　私たち監事は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第60期事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果に
つき以下のとおり報告いたします。
1.監査の方法及びその内容
　各監事は、監事監査基準に準拠し、他の監事と意思疎通及び情報の交換を図るほか、監査の方針、監査計画等に従い、理事、監査部その
他の職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、必要に応じて説明を
求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部・本支店において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、理事の職務の執行が法令及び定款
に適合することを確保するための体制その他信用金庫の業務の適正を確保するために必要なものとして信用金庫法施行規則第23条に定め
る体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理基本方針）の状況を監視及び検証いたしま
した。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る業務報告及びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（信用金庫法施行規則第33条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整
備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、
剰余金処分案）及びその附属明細書について検討いたしました。

2.監査の結果
　（1）業務報告等の監査結果

一　業務報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、信用金庫の状況を正しく示しているものと認めます。
二　理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三　内部統制システムに関する理事会決議「内部管理基本方針」の内容は相当であると認めます。
　　また、当該内部管理基本方針に関する理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

　（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人　新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（注）監事　高井　英昭は、信用金庫法第32条第5項に定める員外監事であります。

平成23年6月1日
利根郡信用金庫

常勤監事 　　 高野　将廣　㊞
監　　事 　 　髙山　敏也　㊞
監　　事 　 　高井　英昭　㊞
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●主要な事業の状況（直近の5事業年度） （単位：百万円、千口）

科　　目 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
経 常 収 益 3,437 3,506 3,480 3,513 3,404
経 常 利 益（ 又 は 経 常 損 失 ） 158 △3,648 △202 △145 △1,320
当期純利益（又は当期純損失） 162 △3,666 325 △117 △1,474
出 資 総 額 523 520 516 514 515
出 資 総 口 数 1,046 1,041 1,033 1,029 1,030
純 資 産 額 10,857 7,214 7,105 7,761 6,173
総 資 産 額 165,985 163,904 168,341 170,976 167,889
預 金 積 金 残 高 154,374 155,806 158,605 160,686 160,506
貸 出 金 残 高 86,709 84,537 88,261 87,977 84,178
有 価 証 券 残 高 44,429 43,742 46,711 49,455 49,729
単 体 自 己 資 本 比 率 13.46％ 9.76％ 9.89％ 9.46％ 8.12％ 

出 資 に 対 す る 配 当 金
（ 出 資 1 口 当 た り ） 15円 15円 15円 15円 15円

職 員 数  205人  215人  213人  216人  216人

●資金運用勘定・調達勘定の平均残高等 （単位：千円、％）

平成21年度 平成22年度
平均残高 利　息 利　回 平均残高 利　息 利　回

資 金 運 用 勘 定 166,929,476 3,228,234 1.93 168,574,927 3,118,208 1.84
貸 出 金 87,219,389 2,175,634 2.49 86,240,637 2,041,613 2.36
預 け 金 30,758,217 294,569 0.95 32,687,188 318,108 0.97
有 価 証 券 48,264,217 754,868 1.56 48,932,902 743,710 1.51

資 金 調 達 勘 定 161,506,599 304,758 0.18 163,048,287 194,208 0.11
預 金 積 金 161,941,263 304,536 0.18 163,315,070 193,988 0.11
借 用 金 28,767 54 0.18 20,547 57 0.27

資 金 運 用 収 支 2,924,376 2,924,376

◆ 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成21年度該当なし、平成22年度25百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（平成21年度500百万円、平成
22年度342百万円）及び利息（平成21年度900千円、平成22年度376千円）を、それぞれ控除して表示しております。

◆当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「国内業務部門」と「国際業務部門」の区分は省略しています。

●業務純益・業務粗利益 （単位：千円）

科　　目 平成21年度 平成22年度
資 金 運 用 収 支 2,924,376 2,924,376

資 金 運 用 収 益 3,228,234 3,118,208
資 金 調 達 費 用 304,758 194,208

役 務 取 引 等 収 支 97,979 116,261
役 務 取 引 等 収 益 222,734 236,828
役 務 取 引 等 費 用 124,754 120,567

そ の 他 業 務 収 支 661 894
そ の 他 業 務 収 益 709 28,875
そ の 他 業 務 費 用 47 27,980

業 務 粗 利 益 3,023,017 3,041,532
業 務 粗 利 益 率 1.81％ 1.80％
業 務 純 益 1,033,020 116,604

◆「資金調達費用」は、金銭の信託運用見合費用（平成21年度900千円、平成22年度376千円）を控除して表示しております。
◆業務粗利益率　＝　業務粗利益　÷　資金運用勘定平均残高　×　100
◆当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「国内業務部門」と「国際業務部門」の区分は省略しています。

●受取利息及び支払利息の増減 （単位：千円）

平成21年度 平成22年度
金　額 対前年増減 金　額 対前年増減

受 取 利 息 3,228,234 △11,111 3,118,208 △110,026
貸 出 金 利 息 2,175,634 △80,069 2,041,613 △134,020
預 け 金 利 息 294,569 △11,929 318,108 23,538
有 価 証 券 利 息 配 当 金 754,868 93,225 743,710 △11,157
そ の 他 の 受 入 利 息 3,163 △12,337 14,775 11,612

支 払 利 息 304,758 △154,624 194,208 △110,550
預 金 利 息 304,536 △154,662 193,988 △110,547
借 用 金 利 息 54 45 57 3
そ の 他 の 支 払 利 息 168 △6 162 △5

◆当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「国内業務部門」と「国際業務部門」の区分は省略しています。
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●役務取引等収支の内訳 （単位：千円）

平成21年度 平成22年度
役 務 取 引 等 収 益 222,734 236,828

受 入 為 替 手 数 料 112,434 110,696

そ の 他 の 受 入 手 数 料 110,299 126,132

役 務 取 引 等 費 用 124,754 120,567

支 払 為 替 手 数 料 30,871 30,505

そ の 他 の 支 払 手 数 料 1,244 1,328

そ の 他 の 役 務 取 引 等 費 用 92,639 88,733

役 務 取 引 等 収 支 97,979 116,261

●その他業務収支の内訳 （単位：千円）

平成21年度 平成22年度
そ の 他 業 務 収 益 709 28,875

外 国 為 替 売 買 益 ─ ─
国 債 等 債 券 売 却 益 ─ 3,173

国 債 等 債 券 償 還 益 ─ 25,132

そ の 他 の 業 務 収 益 709 568

そ の 他 業 務 費 用 47 27,980

外 国 為 替 売 買 損 46 100

国 債 等 債 券 償 還 損 ─ ─
国 債 等 債 券 償 却 ─ 27,879

そ の 他 の 業 務 費 用 0 0

そ の 他 業 務 収 支 661 894

●経費の内訳 （単位：千円）

平成21年度 平成22年度
人 件 費 1,326,038 1,635,015

報 酬 給 料 手 当 1,176,195 1,178,117

退 職 給 付 費 用 4,695 297,264

そ の 他 145,148 159,633

物 件 費 686,786 704,859

事 務 費 295,067 275,767

固 定 資 産 費 112,210 119,479

事 業 費 41,811 51,132

人 事 厚 生 費 20,357 18,551

固 定 資 産 償 却 87,563 105,603

そ の 他 129,776 134,324

税 金 32,433 33,168

合　　　　計 2,045,258 2,373,043

●諸比率 （単位：％）

平成21年度 平成22年度
預 貸 率 （期　　末） 54.75 52.44

　 　 〃 　 　 　（期中平均） 53.85 52.80

預 証 率 （期　　末） 30.77 30.98

　 　 〃 　 　 　（期中平均） 29.80 29.96

資 金 運 用 利 回 1.93 1.84

資 金 調 達 原 価 率 1.44 1.56

総 資 金 利 鞘 0.49 0.28

総 資 産 経 常 利 益 率 △ 0.08 △ 0.76

総 資 産 当 期 純 利 益 率 △ 0.06 △ 0.85

◆総資産経常（当期純）利益率= 
経常（当期純）利益

総資産（債務保証見返を除く）平均残高  ×100

◆当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「国内業務部門」と「国際業務部門」の区分は省略しています。
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バーゼルⅡ 第3の柱における「自己資本の充実の状況について」〈 定性的な開示事項 〉
1. 自己資本調達手段の概要
　自己資本は、主に基本的項目（Tier1）と補完的項目（Tier2）で構成されています。自
己資本額のうち、当金庫が積み立てているもの以外のものは、基本的項目では地域の
お客さまからお預りしている出資金が該当します。

2. 自己資本の充実度に関する評価方法の概要
　当金庫は、これまで、内部留保による資本の積上げ等を行うことにより自己資本を
充実させ、経営の健全性・安全性を充分保っていると評価しております。なお、将来の
自己資本の充実策については、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進を通
じ、そこから得られる利益による資本の積み上げを第一義的な施策として考えており
ます。

3. 信用リスクに関する項目
（1）リスク管理の方針及び手続きの概要
　信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、当金庫が損失を受け
るリスクをいいます。当金庫では、信用リスクを当金庫が管理すべき最重要のリスク
であるとの認識の上、与信業務の基本的な理念や手続き等を明示した「信用リスク管
理方針」「信用リスク管理規程」を制定し、信用リスクを確実に認識する管理態勢を
構築しています。
　信用リスクの評価につきましては、当金庫では、厳格な自己査定を実施しておりま
す。そして、信用リスクの計量化についても、現在検討しております。
　以上、一連の信用リスク管理の状況については、リスク管理委員会で協議検討を行
うとともに、必要に応じて理事会、常務会といった経営陣に対して報告する態勢を整備
しております。
　貸倒引当金は、「自己査定基準」及び「償却・引当基準」に基づき、自己査定におけ
る債務者区分ごとに計算された貸倒実績率を基に算定するとともに、その結果につい
ては監査法人の監査を受けるなど、適正に計上しております。
（2）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の4つの機関を採用してい
ます。なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使分けは行っておりませ
ん。
　　・日本格付投資情報センター（R＆I）
　　・日本格付研究所（JCR）
　　・ムーディーズ（Moody’s）
　　・スタンダード・アンド・プアーズ（S＆P）

4.  信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続き
の概要

　信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置を
いい、具体的には、預金担保、有価証券担保、保証などが該当します。当金庫では、融
資の取上げに際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など、
さまざまな角度から可否の判断をしており、担保や保証による保全措置は、あくまでも
補完的な位置付けとして認識しております。したがって、担保又は保証に過度に依存し
ないような融資の取上げ姿勢に徹しております。ただし、与信審査の結果、担保又は保
証が必要な場合には、お客さまへの十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契約い
ただくなど適切な取扱いに努めております。
　当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保証には、人的保
証、信用保証協会保証、民間保証等がありますが、その手続きについては、金庫が定め
る「融資事務取扱規程」及び「不動産担保事務取扱要領」等により、適切な事務取扱い
及び適正な評価を行っております。
　また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証に関して、お客さまが期限
の利益を失われた場合には、当該与信取引の範囲において、預金相殺を用いる場合が
あります。この際、信用リスク削減方策の一つとして、金庫が定める「融資事務取扱規
程」や各種約定書等に基づき、法的に有効である旨確認の上、事前の通知や諸手続き
を省略して払戻充当いたします。
　なお、バーゼルⅡで定められている信用リスク削減手法には、適格担保として自金
庫預金積金、上場株式、保証として社団法人しんきん保証基金、その他未担保預金等
が該当します。
　また、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種や
エクスポージャーの種類に偏ることなく分散されております。

5.  派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスク
に関するリスク管理の方針及び手続きの概要

　派生商品取引には、市場の変動により損失を受ける可能性のある市場リスクや、取
引相手方が支払い不能になることにより損失を受ける可能性のある信用リスクが内包
されております。
　当金庫における派生商品取引に該当するものは、投資信託の内訳の一部のみで
あり、含まれるリスクの影響は限定的であります。
　また、長期決済期間取引は該当ありません。

6. 証券化エクスポージャーに関する事項
（1）リスク管理の方針及び手続きの概要
　証券化とは、金融機関が保有するローン債権や企業が保有する不動産など、それら
の資産価値を裏付けに証券として組み替え、第三者に売却して流動化をすることを指し
ます。
　一般的には証券の裏付けとなる原資産の保有者であるオリジネーターと、証券を購
入する側である投資家に大きく分類されますが、当金庫においては、有価証券投資の
一環として購入したものがすべてであります。
　当該証券投資にかかるリスクの認識については、市場動向、裏付資産の状況、時価
評価及び適格格付機関が付与する格付情報などにより把握するとともに、必要に応じ
てリスク管理委員会に諮り、適切なリスク管理に努めております。また、証券化商品へ

の投資は、当金庫が定める「余資運用基準」に基づき、投資枠内での取引に限定する
とともに、投資対象を一定の信用力を有するものとするなど、適正な運用・管理を行っ
ています。
（2） 証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する

方式の名称
　当金庫は標準的手法を採用しております。
（3）証券化取引に関する会計方針
　当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有価証券会計処理基準」及
び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った、適正な処理を
行っております。
（4） 証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格

格付機関の名称
　証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以
下の4機関を採用しております。なお、投資の種類ごとに適格格付機関の使分けは行っ
ておりません。
　　・日本格付投資情報センター（R＆I）
　　・日本格付研究所（JCR）
　　・ムーディーズ（Moody’s）
　　・スタンダード・アンド・プアーズ（S＆P）

7. オペレーショナル・リスクに関する項目
（1）リスク管理の方針及び手続きの概要
　当金庫は、オペレーショナルリスクについて、事務リスク、システムリスク、法務リ
スク、風評リスク等の各リスクを含む幅広いリスクと考え、管理体制や管理方法に
関するリスク管理の基本方針をそれぞれのリスクについて定め、確実にリスクを認
識し、評価しております。
　リスクの計測に関しましては、当面、基礎的手法を採用することとし、態勢を整備し
ております。
（2）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
　当金庫は基礎的手法を採用しております。

8.  銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又
は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続
きの概要

　銀行勘定における出資等又は株式エクスポージャーにあたるものは、上場株式、非
上場株式、子会社・関連会社、政策投資株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託、
その他ベンチャーファンド又は投資事業組合への出資金が該当します。
　そのうち、上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託にかかるリスクの認識
については、時価評価及び最大予想損失額（ＶＡＲ）によるリスク計測によって把握す
るとともに、運用状況に応じてリスク管理委員会に諮り、投資継続の是非を協議する
など、適切なリスク管理に努めております。また、株式関連商品への投資は、「余資運用
基準」の中で定める投資枠内での取引に限定するとともに、ポートフォリオ全体のリス
ク・バランスに配慮した運用を心掛け、同基準に基づいた厳格な運用・管理を行ってお
ります。
　なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有価証券会計処理
基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った、適正
な処理を行っております。

9. 銀行勘定における金利リスクに関する事項
（1）リスク管理の方針及び手続きの概要
　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性
に対する影響を指しますが、当金庫においては、双方ともに定期的な評価・計測を行
い、適宜、対応を講じる態勢としております。
　具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金利リスクの計測
や、金利更改を勘案した期間収益シミュレーションによる収益への影響度など、リス
ク管理委員会で協議検討するとともに、必要に応じて理事会へ報告を行うなど、資産・
負債の最適化に向けたリスク・コントロールに努めております。
（2）内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクの算定方法の概要
　金利リスクの算定の前提は、以下の定義に基づいて算定しております。
● 計測手法
　　　「ラダー計算方式」
● コア預金
　　　 対　　象：流動性預金全般（当座、普通、貯蓄等）
　　　 算定方法：①過去5年の最低残高
　　　　　　　　 ②過去5年の最大年間流出量を現残高から差引いた残高
　　　　　　　　 ③現残高の50％相当額
　　　　　　　　 以上3つのうち最小の額を上限
　　　 満　　期：5年以内（平均2.5年）
● 金利感応資産・負債
　　　 預貸金、有価証券、預け金、その他の金利・期間を有する資産・負債
● 金利ショック幅
　　　 99パーセンタイル値又は1パーセンタイル値
● リスク計測の頻度
　　　 月次
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（1）自己資本の構成に関する事項　１４ページ参照
（2）自己資本の充実度に関する事項 （単位：百万円）

平成21年度 平成22年度
リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

イ.　信用リスクアセット・
　　 所要自己資本の額合計 74,427 2,977 70,935 2,837

①標準的手法が適用されるポート
　フォリオごとのエクスポージャー 74,056 2,962 70,758 2,830

( i )ソブリン向け 719 28 651 26
( ii ) 金融機関向け 16,953 678 17,213 688
( iii ) 法人等向け 33,296 1,331 29,729 1,189
( iv) 中小企業等・個人向け 8,150 326 8,134 325
( v ) 抵当権付住宅ローン 1,955 78 1,969 78
(vi) 不動産取得等事業向け 2,180 87 2,049 81
(vii) 三月以上延滞等 2,788 111 3,248 129
(viii) 上記以外 8,013 320 7,763 310

②証券化エクスポージャー 286 11 129 5
③オフ・バランス取引等 83 3 47 1

ロ .　オペレーショナル・リスク 5,577 223 5,639 225
ハ .　単体総所要自己資本額（イ＋ロ） 80,004 3,200 76,574 3,062

（注） １. 所要自己資本の額＝リスクアセット×４%
 ２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフバランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。
 3．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、地方公営企業等金融機構、外国の中央政府以外の公共部門 （当該国
　　　　内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会及び漁業信用基金協会のことです。
 4． 「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、「金融機関向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイト

 が150％になったエクスポージャーのことです。
 5.オペレーショナルリスクは、当金庫は基礎的手法を採用しています。

  6. 単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％

（３）信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）
イ．信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高
＜業種別及び残存期間別＞ （単位：百万円）

信用リスクエクスポージャー期末残高
三月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外
のオフ・バランス取引

債　券 デリバティブ取引

21年度 22年度 21年度 22年度 21年度 22年度 21年度 22年度 21年度 22年度
製 造 業 6,041 6,120 5,044 5,011 996 1,108 ─ ─ 112 109
農 ・ 林 　 業 800 834 700 634 99 199 ─ ─ 1 0
漁 業 14 14 14 14 ─ ─ ─ ─ ─ ─
鉱業、採石業、砂利採取業 273 282 273 282 ─ ─ ─ ─ ─ ─
建 設 業 6,589 6,116 6,589 6,116 ─ ─ ─ ─ 528 616
電気・ガス・熱供給・水道業 557 557 258 265 299 292 ─ ─ ─ ─
情 報 通 信 業 335 330 135 130 199 199 ─ ─ ─ ─
運 輸 業 、郵 便 業 6,190 5,374 594 579 5,596 4,794 ─ ─ 0 0
卸 売 業 、小 売 業 9,645 8,586 8,447 7,885 1,197 700 ─ ─ 495 403
金 融 ・ 保 険 業 64,957 69,303 35,850 37,751 29,106 31,551 ─ ─ ─ ─
不 動 産 業 6,011 5,604 4,813 4,604 1,197 999 ─ ─ 291 319
物 品 賃 貸 業 19 18 19 18 ─ ─ ─ ─ ─ ─
学術研究、専門・技術サービス業 182 178 182 178 ─ ─ ─ ─ ─ ─
宿 泊 業 8,713 8,287 8,713 8,287 ─ ─ ─ ─ 1,338 756
飲 食 業 1,853 1,765 1,853 1,765 ─ ─ ─ ─ 123 110
生活関連サービス業、娯楽業 5,070 4,054 5,070 4,054 ─ ─ ─ ─ 707 813
教 育 、学 習 支 援 業 1,208 1,163 1,008 963 199 199 ─ ─ ─ ─
医 療 、 福 祉 5,509 5,082 5,509 5,082 ─ ─ ─ ─ ─ ─
そ の 他 の サービ ス 5,197 4,695 5,197 4,695 ─ ─ ─ ─ 391 980
国・地方公共団体等 14,769 14,059 9,008 8,592 5,761 5,466 ─ ─ ─ ─
個 人 20,455 19,825 20,455 19,825 ─ ─ ─ ─ 324 299
そ の 他 8,165 7,972 5,669 5,903 2,496 2,069 ─ ─ ─ ─
業 種 別 合 計 172,564 170,228 125,412 122,644 47,151 47,584 ─ ─ 4,315 4,410
1 年 以 下 39,220 43,207 33,938 38,466 5,281 4,740 ─ ─
1 年 超 3 年 以 下 37,967 31,889 24,635 17,036 13,332 14,853 ─ ─
3 年 超 5 年 以 下 21,652 20,235 12,436 12,925 9,215 7,309 ─ ─
5 年 超 7 年 以 下 12,133 12,474 7,698 6,255 4,435 6,218 ─ ─
7 年 超 10 年 以 下 16,990 15,486 8,812 9,766 8,177 5,720 ─ ─
10 年 超 24,028 25,636 17,319 16,895 6,708 8,740 ─ ─
期間の定めのないもの 20,570 21,297 20,570 21,297 ─ ─ ─ ─
残 存 期 間 別 合 計 172,564 170,228 125,412 122,644 47,151 47,584 ─ ─

（注） １.オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除いております。
 ２．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
 3. 上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分に分類することが困難なエクスポージャーです。具体的には現金、有形固定資産、無形固定資

産等が含まれます。
 4.当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
 5. 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しています。

ロ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額　１３ページ参照

バーゼルⅡ 第３の柱における「自己資本の充実の状況について」〈 定量的な開示事項 〉

〈オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法〉
　　　　　粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％

直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数
 ÷8％

エクスポージャー
区分

業種区分
期間区分
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ハ．業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等 （単位：百万円）
個別貸倒引当金 貸出金償却期首残高 期中増減額 期末残高

21年度 22年度 21年度 22年度 21年度 22年度 21年度 22年度
製 造 業 37 29 △7 △2 29 27 29 ─
農 ・ 林 　 業 0 ─ △0 ─ ─ ─ ─ ─
漁 業 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
鉱 業 、採 石 業 、砂 利 採 取 業 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
建 設 業 260 251 △8 141 251 393 97 1
電 気・ガ ス・熱 供 給・水 道 業 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ─
情 報 通 信 業 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ─
運 輸 業 、 郵 便 業 3 3 △0 △1 3 2 ̶ ─
卸 売 業 、 小 売 業 198 174 △24 △26 174 147 4 72
金 融 ・ 保 険 業 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
不 動 産 業 204 213 8 67 213 280 3 29
物 品 賃 貸 業 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
学術研究、専門・技術サービス業 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
宿 泊 業 487 49 12 398 500 448 42 254
飲 食 業 53 500 △4 △450 49 50 1 ─
生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 、娯 楽 業 ̶ 595 595 △460 595 135 186 392
教 育 、 学 習 支 援 業 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
医 療 、 福 祉 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
そ の 他 の サ ー ビ ス 332 189 △143 409 189 598 39 0
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
個 人 91 103 11 △23 103 79 35 25
合 計 1,670 2,110 439 52 2,110 2,162 439 777

（注）1．当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
　　2． 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しています。

ニ．リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等 （単位：百万円）

告示で定めるリスク・ウェイト区分（％）
エクスポージャーの額

平成21年度 平成22年度
格付有り 格付無し 格付有り 格付無し

0％ 989 23,721 897 23,781
10％ ̶ 16,583 ̶ 15,283
20％ 6,542 43,524 8,154 47,132
35％ ̶ 5,650 ̶ 5,680
50％ 7,529 2,440 6,725 2,098
75％ ̶ 11,718 ̶ 11,574
100％ ̶ 53,274 ̶ 47,858
150％ ̶ 589 ̶ 1,041
350％ ̶ ̶ ̶ ̶

自己資本控除 ̶ ̶ ̶ ̶
小　　計 15,061 157,502 15,778 154,449
合　　計 172,564 170,228

（注）1．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　2． エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスクウェイトに区分しています。

（4）信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー （単位：百万円）

適格金融資産担保 保　証 クレジット・デリバティブ
21年度 22年度 21年度 22年度 21年度 22年度

信用リスク削減手法が適用された
エクスポージャー 4,518 4,449 6,997 6,828 ̶ ̶

①ソブリン向け ̶ ̶ 3,843 3,677 ̶ ̶
②金融機関向け ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
③法人等向け 2,219 2,220 ̶ ̶ ̶ ̶
④中小企業等・個人向け 2,178 2,110 3,053 3,003 ̶ ̶
⑤抵当権付住宅ローン 14 10 ̶ ̶ ̶ ̶
⑥不動産取得等事業向け 1 3 ̶ ̶ ̶ ̶
⑦三月以上延滞等 0 ̶ 2 3 ̶ ̶
⑧上記以外 103 104 98 143 ̶ ̶

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

（5）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 （単位：百万円）
平成21年度 平成22年度

与信相当額の算出に用いる方式 カレントエクスポージャー方式 カレントエクスポージャー方式
グロス再構築コストの額 5 6

 （単位：百万円）
担保による信用リスク削減手法の効果
を勘案する前の与信相当額

担保による信用リスク削減手法の効果
を勘案した後の与信相当額

平成21年度 平成22年度 平成21年度 平成22年度
①派生商品取引合計 15 16 15 16

(ⅰ) 外国為替関連取引 8 9 8 9
(ⅱ) 金利関連取引 1 2 1 2
(ⅲ ) 金関連取引 ̶ ̶ ̶ ̶
(ⅳ ) 株式関連取引 4 4 4 4
(ⅴ) 貴金属（金を除く）関連取引 ̶ ̶ ̶ ̶
(ⅵ ) その他コモディティ関連取引 ̶ ̶ ̶ ̶
( ⅶ ) クレジット・デリバティブ ̶ ̶ ̶ ̶

②長期決済期間取引 ̶ ̶ ̶ ̶
合　　計 15 16 15 16

信用リスク削減手法
ポートフォリオ



己
資
本
の
充
実
の
状
況

自

T O N E           S H I N33

（６）証券化エクスポージャーに関する事項
イ．オリジネーターの場合
　　　該当する取引はありません。
ロ．投資家の場合
①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳 （単位：百万円）

平成21年度 平成22年度
証券化エクスポージャーの額 682 346

(ⅰ )カードローン ̶ ̶
(ⅱ ) 住宅ローン 182 146

(ⅲ ) 自動車ローン ̶ ̶

②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額等 （単位：百万円）

告示で定めるリスク・ウェイト区分（％） エクスポージャー残高 所要自己資本の額
平成21年度 平成22年度 平成21年度 平成22年度

20％ 182 146 1 1

50％ 500 200 10 4

100％ ̶ ̶ ̶ ̶
350％ ̶ ̶ ̶ ̶

自己資本控除 ̶ ̶ ̶ ̶
(ⅰ )カードローン ̶ ̶ ̶ ̶
(ⅱ ) 住宅ローン ̶ ̶ ̶ ̶
(ⅲ ) 自動車ローン ̶ ̶ ̶ ̶

（注）  1.所要自己資本の額＝エクスポージャー残高×リスクウェイト×４％　2.（ⅰ）～（ⅲ）は、自己資本から控除した証券化エクスポージャーの原資産の種類別の内訳

③証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額 （単位：百万円）
信用リスクアセットの額

平成21年度 平成22年度
経過措置適用の証券化エクスポージャー ̶ ̶

（注） 経過措置とは、自己資本比率告示附則第15条において、平成18年３月末において保有する証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額について、当該証券化エクスポージャーの保有を継続している場合
に限り、平成26年６月30日までの間、当該証券化エクスポージャーの原資産に対して新告示を適用した場合の信用リスク・アセットの額と旧告示を適用した場合の信用リスク・アセットの額のうち、いずれか大きい
額を上限とすることができること。

（7）出資等エクスポージャーに関する事項
イ．貸借対照表計上額及び時価 （単位：百万円）

区　　分 平成21年度 平成22年度
貸借対照表計上額 時価 貸借対照表計上額 時価

上 場 株 式 等 630 630 566 566

非 上 場 株 式 等 583 ̶ 581 ̶
合 計 1,213 630 1,148 566

ロ．出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額 （単位：百万円）
平成21年度 平成22年度

売  却  益 2 ̶
売  却  損 1 1

償 　 　 却 ̶ 27

ハ．貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額 （単位：百万円）
平成21年度 平成22年度

評  価  損  益 741 599

ニ．貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額 （単位：百万円）
平成21年度 平成22年度

評  価  損  益 ̶ ̶

（8）金利リスクに関する事項 （単位：百万円）
運　用　勘　定 調　達　勘　定

区　　 　分 金利リスク量 区　　　 分 金利リスク量
平成21年度 平成22年度 平成21年度 平成22年度

貸 出 金 1,436 1,451 定 期 性 預 金 627 549

有 価 証 券 等 828 826 要 求 払 預 金 519 531

預 け 金 281 280 そ の 他 ̶ ̶
コ ー ル ロ ー ン 等 ̶ ̶ 調 達 勘 定 合 計 1,146 1,080

そ の 他 15 15

運 用 勘 定 合 計 2,560 2,572

銀 行 勘 定 の 金 利 リ ス ク 1,414 1,492
（注）  1. 銀行勘定における金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（例えば、貸出金、有価証券、預金等）が、金利ショックにより発生するリスク量を見るものです。当金庫で

は、金利ショックを99パーセンタイル値として銀行勘定の金利リスクを算出しております。
2. 要求払預金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される要求払預金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留する預金をコア預金と定義し、当金庫で
は、普通預金等の額の５０％相当額を０～５年の期間に均等に振り分けて（平均２．５年）リスク量を算定しています。
3.銀行勘定の金利リスクは、運用勘定の金利リスク量と調達勘定の金利リスク量を相殺して算定します。
　銀行勘定の金利リスク （1,492百万円）＝運用勘定の金利リスク量（2,572百万円）－調達勘定の金利リスク量（1,080百万円）
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預金科目別残高構成比（平成22年度） 預金者別預金残高構成比（平成22年度）

個人

一般法人

公金28.5％
7.0％

62.7％

0.6％

0.3％ 0.3％

9.9％

88.5％

1.5％

※単位未満の端数処理により合計100%になりません。※単位未満の端数処理により合計100%になりません。

当座預金

普通預金

貯蓄預金

定期預金

定期積金

その他

●預金科目別残高 （単位：百万円、％）

科　　目
平成２1年度 平成22年度

残　高 構成比 残　高 構成比
当 座 預 金 683  0.4  612  0.3  

普 通 預 金 44,919  27.9  45,899  28.5  

貯 蓄 預 金 1,133  0.7  1,078  0.6  

通 知 預 金 59  0.0  229  0.1  

そ の 他 の 預 金 583  0.3  622  0.3  

定 期 預 金 102,605  63.8  100,792  62.7  

（ 固 定 金 利 定 期 預 金 ） （102,530） （63.8） （100,717） （62.7）

（ 変 動 金 利 定 期 預 金 ） （65） （0.0） （65） （0.0）

（ そ の 他 定 期 預 金 ） （8） （0.0） （8） （0.0）

定 期 積 金 10,701  6.6  11,271  7.0  

譲 渡 性 預 金 ̶ ̶ ̶ ̶

　合　　　　　計　 160,686  100.0  160,506  100.0  

●流動性預金、定期性預金等の平均残高 （単位：百万円、％）

科　　目
平成21年度 平成22年度

平均残高 構成比 平均残高 構成比
流 動 性 預 金 48,378  29.8  49,545  30.3  

定 期 性 預 金 113,303  69.9  113,524  69.5  

そ の 他 の 預 金 258  0.1  245  0.1  

譲 渡 性 預 金 ̶ ̶ ̶ ̶

　合　　　　　計　 161,941  100.0  163,315  100.0  

◆流動性預金　＝　当座預金　＋　普通預金　＋　貯蓄預金　＋　通知預金　　　◆定期性預金　＝　定期預金　＋　定期積金
◆その他の預金　＝　別段預金＋納税準備預金
◆当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「国内業務部門」と「国際業務部門」の区分は省略しています。

●預金者別・会員会員外別残高 （単位：百万円、％）

科　　目
平成21年度 平成22年度

残　高 構成比 残　高 構成比
個 人 141,880  88.2  142,056  88.5  

一 般 法 人 15,993  9.9  15,999  9.9  

金 融 機 関 97  0.0  24  0.0  

公 金 2,713  1.6  2,424  1.5  

　 合 　 　 　 　 　 計 　 160,686  100.0  160,506  100.0  

（ 会 　 　 　 　 　 員 ） （48,146） （29.9） （48,486） （30.2）

（ 会 　 　 員 　 　 外 ） （112,539） 70.0 （112,019） （69.7）

◆財形貯蓄残高 （単位：百万円、％）

科　　目
平成21年度 平成22年度

残　高 構成比 残　高 構成比
財 形 貯 蓄 預 金 635  0.3  657  0.4  

※構成比は、総預金残高に対しての割合を表示してあります。
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貸出金科目別残高構成比（平成22年度） 貸出金業種別残高構成比（平成22年度）

割引手形

手形貸付

証書貸付

当座貸越

建設業

卸売業・小売業

宿泊業

医療・福祉

地方公共団体

個人

その他

7.1％

2.3％

90.1％

0.3％

6.9％

9.7％
8.9％

5.8％
10.1％25.6％

32.0％

※単位未満の端数処理により合計100%になりません。※単位未満の端数処理により合計100%になりません。

●貸出金科目別残高 （単位：百万円、％）

科　　目 平成21年度 平成22年度
残　高 構成比 残　高 構成比

割 引 手 形 376  0.4  301  0.3  
手 形 貸 付 7,197  8.1  6,050  7.1  
証 書 貸 付 78,391  89.1  75,853  90.1  
当 座 貸 越 2,012  2.2  1,973  2.3  

　合　　　　　計　 87,977  100.0  84,178  100.0  
（ う ち 変 動 金 利 ） （39,954） （45.4） （35,479） （42.1）
（ う ち 固 定 金 利 ） （48,022） （54.5） （48,699） （57.8）

●貸出金科目別平均残高 （単位：百万円、％）

科　　目 平成21年度 平成22年度
平均残高 構成比 平均残高 構成比

割 引 手 形 410  0.4  337  0.3  
手 形 貸 付 8,310  9.5  6,094  7.0  
証 書 貸 付 76,382  87.5  77,830  90.2  
当 座 貸 越 2,116  2.4  1,978  2.2  

合　　　　　計 87,219  100.0  86,240  100.0  

◆当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「国内業務部門」と「国際業務部門」の区分は省略しています。

●会員会員外貸出金残高 （単位：百万円、％）

科　　目 平成21年度 平成22年度
残　高 構成比 残　高 構成比

会 員 70,039  79.6  66,641  79.1  
会 員 外 17,938  20.3  17,537  20.8  

　合　　　　　計　 87,977  100.0  84,178  100.0  

●貸出金業種別内訳 （単位：百万円、％）

科　　目 平成21年度 平成22年度
先　数 残　高 構成比 先　数 残　高 構成比

製 造 業 108  4,848  5.5  110  4,828  5.7  
農 業 、 林 業 44  459  0.5  40  423  0.5  
漁 業 3  13  0.0  3  13  0.0  
鉱 業、 採 石 業、 砂 利 採 取 業 4  271  0.3  4  280  0.3  
建 設 業 256  6,283  7.1  240  5,849  6.9  
電 気、ガス、熱 供 給、水 道 業 3  237  0.2  4  245  0.2  
情 報 通 信 業 3  108  0.1  2  104  0.1  
運 輸 業 、 郵 便 業 25  557  0.6  24  542  0.6  
卸 売 業 、 小 売 業 242  8,110  9.2  234  7,576  8.9  
金 融 業 、 保 険 業 6  4,500  5.1  9  5,521  6.5  
不 動 産 業 46  4,528  5.1  49  4,327  5.1  
物 品 賃 貸 業 1  19  0.0  1  17  0.0  
学術研究、専門・技術サービス業 8  77  0.0  11  85  0.1  
宿 泊 業 149  8,592  9.7  143  8,180  9.7  
飲 食 業 105  1,614  1.8  100  1,549  1.8  
生活関連サービス業、娯楽業 47  4,940  5.6  42  3,935  4.6  
教 育、 学 習 支 援 業 6  993  1.1  4  949  1.1  
医 療 、 福 祉 36  5,368  6.1  32  4,951  5.8  
そ の 他 の サ ー ビ ス 104  5,098  5.7  104  4,609  5.4  

小　　　　　計 1,196  56,623  64.3  1,156  53,992  64.1  
地 方 公 共 団 体 9  8,986  10.2  9  8,566  10.1  
個人 ( 住宅、消費、納税資金等 ) 6,531  22,367  25.4  6,260  21,618  25.6  

合　　　　　計 7,736  87,977  100.0  7,425  84,178  100.0  

※ 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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●貸出金使途別内訳 （単位：百万円、％）
平成21年度 平成22年度

残　高 構成比 残　高 構成比
設 備 資 金 38,118  43.3  36,390  43.2  
運 転 資 金 49,858  56.6  47,787  56.7  

　合　　　　　計　 87,977  100.0  84,178  100.0  

●消費者ローン・住宅ローン残高 （単位：百万円、％）
平成21年度 平成22年度

残　高 構成比 残　高 構成比
消 費 者 ロ ー ン 2,969  3.3  2,913  3.4  
住 宅 ロ ー ン 14,548  16.5  14,151  16.8  

※ 構成比は、総貸出金残高に対しての割合を表示してあります。
※ 住宅ローンは、個人住宅関連の長期資金総額から住宅関連の消費者ローンを除いた金額を表示してあります。

●貸出金担保別内訳 （単位：百万円、％）
平成21年度 平成22年度

残　高 構成比 残　高 構成比
当 金 庫 預 金 積 金 3,316  3.7  2,933  3.4  
有 価 証 券 76  0.0  63  0.0  
動 産 217  0.2  217  0.2  
不 動 産 24,403  27.7  23,460  27.8  
そ の 他 11  0.0  9  0.0  

計 28,025  31.8  26,685  31.6  
信 用 保 証 協 会・ 信 用 保 険 17,930  20.3  17,834  21.1  
保 証 20,301  23.0  18,743  22.2  
信 用 21,720  24.6  20,915  24.8  

合　　　　　計 87,977  100.0  84,178  100.0  

●代理貸付残高の内訳　 （単位：百万円、％）
平成21年度 平成22年度

残　高 構成比 残　高 構成比
信 金 中 央 金 庫 2  0.0  2  0.0  
日本政策金融公庫（中小企業金融） 19  0.5  10  0.3  
日本政策金融公庫（国民生活金融） 154  4.4  144  4.8  
住 宅 金 融 支 援 機 構 3,239  94.2  2,801  94.0  
そ の 他 19  0.5  18  0.6  

合　　　　　計 3,435  100.0  2,977  100.0  

●債務保証残高の内訳 （単位：百万円、％）
平成21年度 平成22年度

残　高 構成比 残　高 構成比
信 金 中 央 金 庫 2  1.6  2  2.6  
日本政策金融公庫（国金一般貸） ̶  ̶  ̶  ̶  
日本政策金融公庫（中小企業金融） 15  10.6  8  10.2  
日本政策金融公庫（国民生活衛生） 35  24.3  32  40.4  
日本政策金融公庫（国金教育貸） 19  13.6  18  22.6  
そ の 他 71  49.6  19  24.0  

合　　　　　計 144  100.0  80  100.0  

●債務保証見返の担保別内訳 （単位：百万円、％）
平成21年度 平成22年度

残　高 構成比 残　高 構成比
当 金 庫 預 金 積 金 14  10.3  6  7.5  
不 動 産 20  14.0  16  20.3  
信 用 保 証 協 会・ 信 用 保 険 17  12.3  17  21.6  
保 証 91  63.2  36  45.5  
信 用 ̶  ̶  3 4.9

合　　　　　計 144  100.0  80  100.0
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●有価証券の種類別残高 （単位：百万円、％）
平成21年度 平成22年度

残　高 構成比 残　高 構成比
国 債 4,042 8.1 3,626 7.2
地 方 債 1,924 3.8 2,018 4.0
短 期 社 債 399 0.8 199 0.4
社 債 30,792 62.2 30,406 61.1
株 式 460 0.9 407 0.8
外 国 証 券 10,825 21.8 12,071 24.2
投 資 信 託 812 1.6 812 1.6
そ の 他 の 証 券 199 0.4 186 0.3
合 　 　 計 49,455 100.0 49,729 100.0

●有価証券の種類別平均残高 （単位：百万円、％）
平成21年度 平成22年度

平均残高 構成比 平均残高 構成比
国 債 4,219 8.7 3,786 7.7
地 方 債 1,856 3.8 1,875 3.8
短 期 社 債 200 0.4 297 0.6
社 債 30,026 62.2 30,556 62.4
株 式 396 0.8 425 0.8
外 国 証 券 10,556 21.8 10,989 22.4
投 資 信 託 846 1.7 841 1.7
そ の 他 の 証 券 162 0.3 160 0.3
合 　 　 計 48,264 100.0 48,932 100.0

●有価証券の残存期間別残高 （単位：百万円）
平成21年度 平成22年度

1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下 10年超 期間の定めの

ないもの 合　計 1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下 10年超 期間の定めの

ないもの 合　計

国 債 396 964 704 406 1,252 317 ̶ 4,042 362 820 875 722 630 214 ̶ 3,626
地 方 債 ̶ 511 756 448 207 ̶ ̶ 1,924 ̶ 608 1,101 105 103 98 ̶ 2,018
短 期 社 債 399 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 399 199 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 199
社 債 3,538 10,408 7,093 3,078 6,198 474 ̶ 30,792 3,207 11,764 4,832 4,902 4,338 1,361 ̶ 30,406
株 式 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 460 460 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 407 407
外 国 証 券 992 1,698 913 599 686 5,933 ̶ 10,825 1,002 1,916 675 608 787 7,080 ̶ 12,071
投 資 信 託 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 812 812 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 812 812
その他の証券 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 199 199 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 186 186

●有価証券の時価情報
　 1．満期保有目的の債券 （単位：百万円）

種　類
平成21年度 平成22年度

貸借対照表
計上額 時　価 差　額 貸借対照表

計上額 時　価 差　額

時価が貸借
対照表計上
額を超える
もの

国  債 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
地方債 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
短期社債 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
社  債 899 917 17 799 814 14
その他 1,499 1,523 23 1,402 1,426 23

小　　計 2,399 2,440 40 2,202 2,241 38

時価が貸借
対照表計上
額を超えない
もの

国  債 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
地方債 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
短期社債 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
社  債 300 285 △14 400 366 △33
その他 6,619 5,467 △1,152 8,244 7,114 △1,130

小　　計 6,919 5,753 △1,166 8,644 7,480 △1,163
合　　　計 9,319 8,193 △1,125 10,847 9,721 △1,125

（注）1．時価は、期末日における市場価格等に基づいております。　　3．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含まれておりません。
　　2．上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。

　 2．その他有価証券 （単位：百万円）

種　類
平成21年度 平成22年度

貸借対照表
計上額 取得原価 差　額 貸借対照表

計上額 取得原価 差　額

貸借対照表
計上額が取得
原価を超える
もの

株　式 212 139 72 137 84 52
債　券 31,124 30,331 792 29,328 28,628 699
　国  債 4,042 3,903 138 3,626 3,509 116
　地方債 1,924 1,857 66 1,920 1,858 62
　短期社債 399 398 0 199 199 0
　社  債 24,758 24,172 586 23,581 23,061 520
その他 2,266 2,174 91 2,456 2,382 74

小　　計 33,603 32,646 956 31,922 31,095 826

貸借対照表
計上額が取得
原価を超えない
もの

株　式 225 263 △37 247 290 △43
債　券 4,833 4,960 △126 5,723 5,873 △149
　国  債 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
　地方債 ̶ ̶ ̶ 98 99 △1
　短期社債 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
　社  債 4,833 4,960 △126 5,625 5,773 △148
その他 1,443 1,494 △50 961 996 △34

小　　計 6,502 6,718 △215 6,932 7,160 △227
合　　　計 40,106 39,364 741 38,855 38,255 599

（注）1．貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。　　3．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含まれておりません。
　　2．上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。

　  3．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券 （単位：百万円）
平成21年度 平成22年度

貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
非 上 場 株 式 22 22
組 合 出 資 金 6 5
合 　 　 　 計 29 27

●金銭の信託の時価情報
　満期保有目的の金銭の信託 （単位：百万円）

平成21年度 平成22年度
貸借対照
表計上額 時　価 差　額

うち時価が貸借
対照表計上額を
超えるもの

うち時価が貸借
対照表計上額を
超えないもの

貸借対照
表計上額 時　価 差　額

うち時価が貸借
対照表計上額を
超えるもの

うち時価が貸借
対照表計上額を
超えないもの

500 500 ̶ ̶ 500 200 200 ̶ ̶ 200

（注）「うち時価が貸借対照表計上額を超えるもの」「うち時価が貸借対照表計上額を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳です。

オフバランス取引状況…該当する取引はありません。
デリバティブ取引…該当する取引はありません。
先物取引の時価情報…該当する取引はありません。
オプション取引の時価情報…該当する取引はありません。

商品有価証券取引及び種類別平均残高…該当する取引はありません。
公共債ディーリング実績…該当する取引はありません。
外国為替取扱高…外貨両替のみお取扱しております。
外貨建資産残高…該当する取引はありません。
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片品村

沼田市
昭和村

前橋市

高崎市

渋川市
東吾妻町

中之条町 高山村

川場村

吉岡町

湯沢町
（新潟県）

榛東村

1
2

14
12

15

16

11

17

6

7

5

13

みなかみ町

8
4

3

10

9

［名　　称］　利根郡信用金庫
［所 在 地］　〒378-0053 群馬県沼田市東原新町1540番地

TEL.0278-23-4511（代）
［創　　立］　大正5年5月25日
［出 資 金］　5億15百万円
［役職員数］　222人
［店 舗 数］　17店舗

（平成23年3月末現在）

［役　　員］　理  事  長（代表理事） 峯　川　卓　美
  専 務 理 事（代表理事） 松　井　正　之
  常 務 理 事（代表理事） 荒　井　静　雄
  常 務 理 事（代表理事） 坂　井　　　隆
  常 勤 理 事  金　井　章　二
 理　　　事 佐々木　基　雄
  理　　　事 髙　山　敏　也
  理　　　事 桑　原　　　滋
  常 勤 監 事  高　野　将　廣
  監　　　事 高　井　英　昭
  監　　　事 秋　元　良　介

（平成23年6月末現在）

●関連会社について
当金庫には、関連会社はありません。

当金庫の概要

●店舗一覧

店番 店舗名 所在地 電話番号
自動機（ATM）ご利用時間 投資信託・

国債
窓販業務

保 険
窓 販
業 務平日 土曜日 日曜・祝日

本店営業部 〒378-0053　沼田市東原新町1540番地 0278-23-4511 8:30～20:00 9:00～19:00 9:00～19:00  ○ ○
中 町 支 店 〒378-0048　沼田市中町852番地 0278-22-4356 8:30～20:00 9:00～17:00 9:00～17:00  ○ ○
追 貝 支 店 〒378-0303　沼田市利根町追貝118番地1 0278-56-2121 8:30～20:00 9:00～17:00 ̶ ○ ○
硯 田 支 店 〒378-0032　沼田市硯田町17番地1 0278-24-1155 8:30～20:00 9:00～17:00 ̶ ○ ○
北 支 店 〒378-0056　沼田市高橋場町2040番地1 0278-22-5656 8:30～20:00 9:00～17:00 9:00～17:00  ○ ○
西 支 店 〒378-0031　沼田市薄根町3302番地1 0278-22-7581 8:30～20:00 9:00～17:00 9:00～17:00  ○ ○
白 沢 支 店 〒378-0121　沼田市白沢町高平70番地8 0278-53-4511 8:30～20:00 9:00～17:00 ̶ ○ ○
水 上 支 店 〒379-1617　利根郡みなかみ町湯原136番地3 0278-72-2371 8:30～20:00 9:00～17:00 ̶ ○ ○
新 治 支 店 〒379-1414　利根郡みなかみ町布施117番地 0278-64-2071 8:30～20:00 9:00～17:00 ̶ ○ ○
月夜野支店 〒379-1313　利根郡みなかみ町月夜野561番地4 0278-62-6661 8:30～20:00 9:00～17:00 ̶ ○ ○
昭 和 支 店 〒379-1203　利根郡昭和村糸井378番地3 0278-23-7311 8:30～20:00 9:00～17:00 ̶ ○ ○
片 品 支 店 〒378-0415　利根郡片品村鎌田4284番地 0278-58-4334 8:30～20:00 9:00～17:00 ̶ ○ ○
川 場 支 店 〒378-0101　利根郡川場村谷地2061番地1 0278-52-3555 8:30～20:00 9:00～17:00 ̶ ○ ○
渋 川 支 店 〒377-0007　渋川市石原310番地2 0279-23-8111 8:30～20:00 9:00～17:00 ̶ ○ ○
子 持 支 店 〒377-0202　渋川市中郷1467番地3 0279-53-4730 8:30～20:00 9:00～17:00 ̶ ○ ○
前 橋 支 店 〒371-0031　前橋市下小出町2丁目33番地8 027-232-3311 8:30～20:00 9:00～17:00 ̶ ○ ○
前橋西支店 〒371-0851　前橋市総社町植野736番地2 027-255-5111 8:30～21:00 8:30～19:00 8:30～19:00  ○ ○

沼
田
市

利
根
郡
み
な
か
み
町
、昭
和
村
、片
品
村
、川
場
村

渋
川
市
前
橋
市

●出張所所在地一覧（店舗外ATM）

店舗名 設置場所
自動機（ATM）ご利用時間

平日 土曜日 日曜・祝日
本 店 営 業 部 ほたか病院出張所 ほたか病院内 9:00～16:30 ̶ ̶
本 店 営 業 部 ベイシア沼田モール出張所 ベイシア沼田モール駐車場内 9:30～20:00 9:30～19:00 9:30～19:00

中 町 支 店 グリーンベル21出張所 グリーンベル21内 10:00～20:00 10:00～19:00 10:00～19:00

中 町 支 店 栄町出張所 沼田脳神経外科循環器科病院駐車場内 9:00～19:00 9:00～17:00 ̶
月 夜 野 支 店 上牧出張所 上牧温泉病院前 9:00～19:00 ̶ ̶
月 夜 野 支 店 ベイシア月夜野店出張所 ベイシア月夜野店内 9:30～20:00 9:30～19:00 9:30～19:00

●自動機器設置状況
現金自動預入支払機（ATM）28台（うち店舗外6台）、自動両替機　2台

●営業地区
沼田市、渋川市、前橋市、高崎市（旧倉渕村、旧新町、旧榛名町、旧吉井町を除く）
利根郡　　片品村・川場村・みなかみ町・昭和村
北群馬郡　榛東村・吉岡町

吾妻郡　中之条町（旧六合村を除く）・
　　　　東吾妻町・高山村
新潟県南魚沼郡湯沢町
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監　事　会
総代会

（常務会）
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事
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事
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コンプライアンス委員会
リスク管理委員会
各種委員会

理 事 長
専 務 理 事
常 務 理 事
常 勤 理 事

監 査 部

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
課

リ
ス
ク
管
理
課

大正　 5年 5月 有限責任利根信用組合設立
昭和　 9年 10月 有限責任沼田信用組合と名称変更
 12年 2月 保証責任沼田信用組合と組織変更
 20年 4月   市街地信用組合法による
 沼田信用組合に組織変更
 25年 4月 中小企業等協同組合法による
   沼田信用組合に組織変更
 26年 6月 信用金庫法施行
  11月 信用金庫法により、「利根郡信用金庫」
 に改組し、地区を利根郡一円とする
 38年 11月 水上支店開設 
 40年 12月 新治支店開設 
 45年 5月 追貝支店開設 
 47年 8月 新本店開設、中町支店開設（旧本店）
  9月 預金総額100億円達成
 50年 3月 渋川支店開設
 53年 12月 前橋支店開設
  12月 日本銀行と当座取引開始
 54年 9月 水上支店改築移転
 55年 11月 中町支店新築開店
 56年 2月 信金東京共同事務センターに加入
  3月 預金総額500億円達成
  6月 月夜野支店開設 
 58年 4月 硯田支店開設
 59年 10月 追貝支店新築移転

沿　革
 59年 11月 北支店開設
 61年 7月 新治支店新築移転
 63年 6月 子持支店開設 
平成 1年 4月 店舗外ATM
   「本店営業部国立沼田病院出張所」 
   営業開始
  7月 昭和支店開設
 2年 8月 預金総額1,000億円達成
  10月 片品支店開設
  10月 店舗外ATM
   「本店営業部ほたか病院出張所」
   営業開始
 3年 2月 ATM・CDの休日稼働開始
  5月 店舗外ATM
   「追貝支店利根村役場出張所」
   営業開始
 4年 7月 水上支店新築移転
  12月 西支店開設
 5年 4月 店舗外ATM
   「中町支店グリーンベル21出張所」
   営業開始
 7年 2月 懸賞付定期預金
   「よろこび」の取扱開始
  8月 川場支店開設
 9年 10月 白沢支店開設

 10年 4月 店舗外ATM
   「中町支店栄町出張所」営業開始
  11月 店舗外ATM
   「本店営業部ベイシア沼田モール出張所」
   営業開始
  12月 投資信託窓口販売開始 
 11年 9月 北支店にて、休日相談業務を開始
 12年 2月 店舗外ATM
   「月夜野支店上牧出張所」営業開始
 12年 6月 預金総額1,500億円達成
 13年 5月 損害保険窓口販売開始
  11月 店舗外ATM
   「月夜野支店ベイシア月夜野店出張所」
   営業開始
 14年 12月 生命保険窓口販売開始
 16年 12月 決済用預金取扱開始
 18年 6月 「とねしんふるさと基金」創設
  11月 「フラット35」取扱開始
   「とねしんきゃっする」取扱開始
 19年 8月 「コンプライアンス統括部兼リスク管理
   統括部」設置
 20年 9月 農林漁業金融公庫（現、日本政策金融
   公庫）と業務提携M＆A業務取扱開始
 21年 8月 前橋西支店開設

信金改組当時の本店 旧本店 現在の本店

組　織　図
（平成23年3月末現在）
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地域金融に貢献

個別金融機関としての役割 信用金庫の中央金融機関としての役割

総合力で地域金融をバックアップ 格付

上記計数は、平成２3年３月末現在 上記計数は、平成２3年3月末現在

平成２3年５月末現在

強固なネットワーク

①総合的な金融サービスを提供する金融機関
　預貸金業務、金融債発行業務、為替業務など
②わが国有数の機関投資家
　総額約３０兆円の運用資産を有し、金融証券市場を
中心に運用
③地域社会に貢献する金融機関
　地方公共団体、地元企業、ＰＦＩ等への直接貸出など

①信用金庫の業務機能の補完
　・しんきん傷害保険付定期積金など金融商品・
　 サービスの開発・提供
　・業界ネットワークを活用した顧客基盤の拡充
　・信用金庫に対する様々な情報提供活動

②信用金庫業界の信用力の維持・向上
　信用金庫経営力強化制度の適時・適切な運営

信託・証券業務

（
株
）し
ん
き
ん
信
託
銀
行

し
ん
き
ん
証
券（
株
）

信
金
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ン
タ
ー
ナ
シ
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ナ
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株
）
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ん
き
ん
ア
セ
ッ
ト

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
投
信（
株
）

信
金
ギ
ャ
ラ
ン
テ
ィ（
株
）

信
金
キ
ャ
ピ
タ
ル（
株
）

（
株
）し
ん
き
ん
情
報

 

シ
ス
テ
ム
セ
ン
タ
ー

信
金
中
金
ビ
ジ
ネ
ス（
株
）

金融関連業務

信金中金グループ
格付機関　　　　　　　　長期格付

ムーディーズ（Moody's）

スタンダード＆プアーズ（S&P）

格付投資情報センター（R&I）

日本格付研究所（JCR）

Aa3

A+

A+

AA

その他業務

信 用 金 庫
●預金量
・・・・・・・119兆7,465億円
●信用金庫数
・・・・・・・・・・・・・271金庫
●役職員数
・・・・・・・・・11万5,964人

信 金 中 金
●資産運用額
・・・・・・・・30兆7,481億円
●単体自己資本比率
 （国内基準）
・・・・・・・・・・・31.78%
●単体不良債権比率
・・・・・・・・・・・・0.36%

信金中央金庫のご 案内

Shinkin　Central　Bank

～信用金庫のセントラルバンク～

　信金中央金庫（略称:信金中金）は、全国の信用金庫を会員とする協同組織形態の金融機関で、信用金庫の
中央金融機関として、昭和25年に設立されました。
　信金中金は、「個別金融機関」と「信用金庫の中央金融機関」という2つの役割を併せ持つ金融機関であり、
資金調達額は、信用金庫から預け入れられた預金と金融債を発行して調達した資金等を合わせて29兆7,446
億円（平成23年3月末残高）、総資産は31兆2,837億円（同）にのぼっています。
　このように、信金中金は､わが国有数の規模を有する金融機関であり、数少ない金融債発行機関でもありま
す。
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信 用 金 庫 の 開 示 項 目
このディスクロージャー誌は信用金庫法第89条（銀行法第21条準用）に基づき作成しておりますが、その記載事項
は以下のページに掲載しております。

1．金庫の概況及び組織に関する事項
（1）事業の組織 ･･････････････････････････････････ 39
（2）理事・監事の氏名及び役職名 ･･････････････････ 38
（3）事務所の名称及び所在地 ･･････････････････････ 38
（4） 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者に

関する事項 ･････････････････････ 該当ありません

2．金庫の主要な事業の内容 ･･････････････････････････ 16

3．金庫の主要な事業に関する事項
（1）直近の事業年度における事業の概況 ････････････ 15
（2）直近の5事業年度における主要な事業の状況

①経常収益･･････････････････････････････････ 28
②経常利益又は経常損失･･････････････････････ 28
③当期純利益又は当期純損失･･････････････････ 28
④出資総額及び出資総口数････････････････････ 28
⑤純資産額･･････････････････････････････････ 28
⑥総資産額･･････････････････････････････････ 28
⑦預金積金残高･･････････････････････････････ 28
⑧貸出金残高････････････････････････････････ 28
⑨有価証券残高･･････････････････････････････ 28
⑩単体自己資本比率･･････････････････････････ 28
⑪出資に対する配当金････････････････････････ 28
⑫職員数････････････････････････････････････ 28

（3）直近の2事業年度における事業の状況
①主要な業務の状況を示す指標
ア．業務粗利益及び業務粗利益率････････････ 28
イ． 資金運用収支、役務取引等収支
　 及びその他業務収支 ･････････････････28・29
ウ．資金運用勘定並びに資金調達勘定の
　 平均残高、利息、利回り及び資金利鞘 ･28・29
エ．受取利息及び支払利息の増減････････････ 28
オ．総資産経常利益率･･････････････････････ 29
カ．総資産当期純利益率････････････････････ 29
②預金に関する指標
ア．流動性預金、定期性預金、譲渡性預金
　 その他の預金の平均残高 ･････････････････ 34
イ．固定・変動金利定期預金及び
　 その他の区分ごとの定期預金の残高 ･･･････ 34
③貸出金等に関する指標
ア．手形貸付、証書貸付、当座貸越及び
　 割引手形の平均残高 ･････････････････････ 35
イ．固定金利及び変動金利の区分ごとの
　 貸出金の残高 ･･･････････････････････････ 35
ウ．担保の種類別（当金庫預金積金、有価証券、
　 動産、不動産、保証及び信用の区分）の
　 貸出金残高及び債務保証見返額 ･･･････････ 36

エ．使途別（設備資金及び運転資金の区分）の
　 貸出金の残高 ･････････････････････････36
オ．業種別の貸出金の残高及び
　 貸出金総額に占める割合 ･･･････････････35
カ．預貸率の期末値及び期中平均値････････29

④有価証券に関する指標
ア．商品有価証券の種類別（商品国債、
　 商品地方債、商品政府保証債及び
　 貸付商品債券の区分）の平均残高 ･･･････37
イ．有価証券の種類別（国債、地方債、社債、
　 株式、外国証券、その他の証券並びに
　 貸付有価証券の区分）の残高 ･･･････････37
ウ．預証率の期末値及び期中平均値････････29

4．金庫の事業の運営に関する事項
（1）リスク管理の体制 ････････････････････････4・5
（2）法令等遵守の体制 ･･･････････････････････････2
（3）金融ADR制度への対応･･･････････････････････3

5．金庫の直近の2事業年度における財産の状況
（1）貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書
　　又は損失金処理計算書 ･･････････････････ 22～26
（2）貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額

①破綻先債権に該当する貸出金･･････････････12
②延滞債権に該当する貸出金････････････････12
③3ヵ月以上延滞債権に該当する貸出金 ･･････12
④貸出条件緩和債権に該当する貸出金････････12

（3）自己資本（基本的項目に係る細目を含む）の充実の状況
①自己資本の状況･･････････････････････････14
②バーゼルⅡ第3の柱における
「自己資本の充実の状況について」･････ 30～33

（4）次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、
　　　時価及び評価損益

①有価証券････････････････････････････････37
②金銭の信託･･････････････････････････････37
③規則第102条第1項第5号に掲げる取引 ･････37

（5）貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 ･･････13
（6）貸出金償却の額 ････････････････････････････13
（7）貸借対照表・損益計算書及び
　　  剰余金処分計算書等について
　　  会計監査人の監査を受けている旨 ････････････27

6． 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合に
は、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分
析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改
善するための対応策の具体的内容 ･･････該当ありません
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